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�Ⅰ-1．昭和女子大の沿革

学問は敗戦国民にも必要だ。それを伝えるのが教育だ､
やろう､ やらねばならぬ。−とその瞬間､ 総身に力が湧
き上がってぴちぴちとした元気が出た。青年のように希
望がかがやいた。その日から夜に日を継ぎ､ 精進に精進
を重ねて､ ぐいぐいとまっしぐらに進んで来た。国家とと
もに学園の新生の記念日であった。」
　この決意を実現するため､ 旧東部第 12 部隊（近衛野
砲連隊）跡地である現在の世田谷区太子堂に移転した
のが､ 昭和 20 年（1945）11 月 9 日のことでした。
　この地で「日本女子高等学院」は昭和 21 年に「日本
女子専門学校」となり､24年には新学制による大学として､

「昭和女子大学」に移行し､ 昭和中学校､ 昭和高等学校
を併設し､ 翌 25 年に短期大学部を設立しました。
　さらに､ 昭和 26 年に昭和幼稚園､ 昭和 28 年に昭和小
学校を併設し､ 昭和 49 年に大学院修士課程､ 平成元年
に博士課程､ 生涯学習機関としてのオープンカレッジを設
置して､ 完全な一貫教育体系を整えました。また､ 海外研
修機関としてのボストン昭和女子大学を､ 昭和 63 年に開
設しました。その後学部・学科の新設改編をへて、現在
は次の構成になっています。大学院は､ 文学研究科に日
本文学専攻､ 英米文学専攻､ 言語教育・コミュニケーショ
ン専攻､ 生活機構研究科に生活機構学専攻､ 生活文化
研究専攻､ 生活科学研究専攻､ 環境デザイン研究専攻､
心理学専攻､ 福祉社会研究専攻､ 人間教育学専攻、女性
文化研究所､ 近代文化研究所､ 国際文化研究所､ 生活心
理研究所､ 学部は人間文化学部に日本語日本文学科・英
語コミュニケーション学科・歴史文化学科､ 人間社会学部
に心理学科・福祉環境学科・現代教養学科・初等教育学科､
生活科学部に生活環境学科・生活科学科、短期大学部は
文化創造学科（昼間主・夜間主コース）・食物科学科、子
ども教育学科と専攻科が設置されています。

　いかなる困難にあっても常に新たな道を切り拓き､ 一
歩一歩着実に向上発展することが昭和女子大学の特性
であり､ その進取の精神と着実性は､ 学生の気風となっ
ています。
　本学の教育目標は「上品で礼儀正しく､ 清純で規律を
守り､ 堅実で心豊かな智徳兼備の女性を育てる」ことに
あり､ 校訓三則「清き気品  篤き至誠  高き識見」に示さ
れています。この校訓を基礎とし､ 大学生としての学問
研究に徹し､ 国際化時代､ 情報化時代､ 文化創造の時
代に活躍できる人間味にあふれた役立つ人材の育成に情
熱をそそぎます。「世の光になろう」の一言で示す建学
の精神は､ 時代を超えて生き続ける本学の心として､ 先
輩から受け継がれた大切な生活指標です。
　志を立てて本学の一員となった学生の皆さんには､ こ
の創立以来の伝統を受けつぎ､ 自信と勇気と情熱とを
もって､ 社会のより良い明日を建設するために､ 常に努力
をして欲しいと願っています。

レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ（1828 〜1910）
　トルストイは、「戦争と平和」や「アンナ・カレーニナ」

「復活」などの小説で世界的文豪として知られています
が､ 哲学､ 宗教､ 芸術､ 教育の面でも様々な実践を行
いました。
　教育者として､ 出身地であるロシア中部のヤースナ
ヤ・ポリャーナに学校を開き､ 村の子供たちに「愛と
理解と調和」に立脚する真の人間教育を施しました。
詰め込みではなく､ 子供たちと寝食を共にして奉仕活
動を行い､ 子供たちと共に考え､ 一人一人の個性を重
んじる教育は､ 今またロシアで復活し､ 各地に「トル
ストイ学校」が創られています。
　人見圓吉・緑夫妻はこのような精神に深く共鳴し
て､ 1920 年に本学の前身である「日本女子高等学院」
を創設しました。また､人見楠郎前理事長は､1996 年､
日本の教育・研究者らと共に「日本トルストイ協会」を
設立､ 会長に推されて本学トルストイ室にその事務局を
置き､ トルストイの研究・教育思想の普及に努め､ トル
ストイが学校で使った教科書「トルストイのアーズブカ」
を日本語に翻訳して､ 全国の小学校に無償配布するな
どの活動を展開しました。本学の創立 80 周年には大
規模なトルストイ展を開き､ 建学の精神の象徴として高
さ 2.5 メートルにも及ぶトルストイ像を創立者記念講堂
の前に建立しました。本学を中心に組織される「トルス
トイを訪ねる旅」はこれまで 9 回を数え､ 関係する書
籍を集めた「トルストイ文庫」は現在 858 冊になってい
ます。図書館に足を運び「トルストイ文庫」をひもとい
てみましょう。

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII建 学 の 精 神 

レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ
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　20 歳の時､ 雑誌「文庫」に 2 篇の詩が掲載され､
詩人としての人生を歩みはじめました。当初は東村とい
うペンネームを用いていましたが､ 22 歳以降は、東明
を主に､ 清浦青鳥､ 清浦明人､ アキトなどの雅号も合
わせて用いました。
　「読売新聞」に詩・随想・批評・小説などが相次い
で掲載されるようになり､ それを契機に 29 歳で同社へ
入社､ 文芸欄の編集を担当するようになりました。
　31 歳で緑夫人と結婚､ 33 歳の春､ 東京女子商業学
校支援のために無給講師として教壇に立ったのが､ 教
育の世界に足を踏み入れる大きな契機となりました。
　その頃に熱心に開催していた「文化懇談会」は､「日
本婦人協会」､ さらに女子の専門教育の場へと変貌して
ゆきました。
　しかし､ 第一次世界大戦後の社会情勢をうけ､ さら
に第二次世界大戦の激動の時代の押し寄せてくる経済
的困難は筆舌に尽くせぬものであったのですが､ ひたす
ら世の役に立つ婦人を育むことを最も重要な任務と心
得て､ 40 歳以降は総ての心と時間とエネルギーを注い

で､ 社会に役立つ女性育成のために専念し続けました。
　この間にも､ 教育文化の推進を願って自ら編集にあ
たった研究紀要「学苑」は､ 昭和 9 年以来現在まで刊
行され続け､ 多数の研究者を育てあげ､ 貴重な研究を
世に提供し続けてきました。
　そして､ 学生の研究論文を補強して､ 55 歳の 10 月に
刊行した『文学遺跡巡礼』は､ その後『近代文学研究
叢書』として継続刊行され､ 平成 13 年に全 77 巻（別
巻「人見東明」を含む）が完結しました。その間､ 菊
池寛賞を受賞､ ハーバード大学東方研究所から特別研
究費の助成などを受けています。
　71 歳の 10 月から「学苑」誌上に 29 回連載した「口
語詩の発達」「口語詩の設立とその過程」､ 77 歳の 5
月に「国文学」誌上に発表した「新体詩の誕生」､ 85
歳から 5 年間 51 回連載の「明治詩歌集覧」等は､ 自
己の所論を展開すると同時に､ 詩人として活躍した多く
の人々の業績の顕揚に努めました。
　また 86 歳の 10 月に､「日本近代詩論研究会」の代
表者となり､ 文部省学術局から科学研究費の助成を受
けて『日本近代詩論の研究』ならびに『昭和詩論の研究』
を出版しました。さらに､ 従来の研究の総括である『口
語詩の史的研究』（昭和50年3月出版）を完成するため､
昭和 49 年２月に逝去する４ヶ月前まで､ 夕食後には必
ず近代文庫事務室の一隅に置かれた小さな机に向かっ
て研究に励んでいました。

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII創立の父　人見圓吉

創立の母　緑夫人　　創立者人見圓吉夫人。新時代の女
子教育機関の創立をうながし､ その充実と発展に力を注いだ
学園の母。「目覚めたる婦人」「正しき婦人」「思慮ある力強
き婦人」をモットーに､ 自ら教壇に立ちながら､ 学寮において
学生と寝食を共にし､ 身をもって女性の範を示しました。世の
光となる女性の育成を目ざした本学の学風は､ この学母の教
育方針から生まれたといっても過言ではありません。

創立者　人見圓吉と緑夫人

2. �学園の創立と発展に尽く 
された先生方
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�Ⅰ-1．昭和女子大の沿革

学園の発展に尽くされた人見楠郎第２代理事長

創立者と共に幾多の災難を乗り越え､ 創立者亡
き後は､ その遺志を引き継ぎ学園の発展に大い
に貢献されました。全人教育施設としての研修
学寮､ 創立者記念講堂を建設､ 教育課程改革で
は､ 中高・大一貫教育（５修生制度）の完成､ ボ
ストン昭和女子大学の開設など､ その行動力と独
創性によって､ 現在の昭和学園の発展がもたらさ
れたといっても過言ではありません。

人見楷子第3代理事長

大正 9 年 9 月

大正 11 年 3 月
大正 11 年 4 月
大正 15 年 4 月
昭和 2 年 4 月

昭和 20 年 4 月
　　　　   5 月
　　　　  11 月

昭和 21 年 4 月

昭和 22 年 4 月
昭和 23 年 4 月

昭和 24 年 4 月

昭和 25 年 4 月
昭和 26 年 3 月

昭和 26 年 4 月

昭和 28 年 4 月
昭和 31 年 6 月
昭和 37 年 1 月
昭和 38 年 4 月

昭和 44 年 1 月
昭和 45 年 4 月
昭和 49 年 2 月

昭和 49 年 4 月

昭和 53 年 4 月

昭和 55 年 2 月
昭和 55 年 4 月
昭和 57 年 4 月

昭和 61 年 4 月

　　　　   5 月
昭和 63 年 4 月
平成 元 年 4 月

平成 4 年 4 月

　　　　   5 月
平成 5 年 4 月

平成 6 年 4 月

平成 7 年 4 月
平成 10 年 4 月

平成 12 年 11 月

平成 14 年 4 月

平成 15 年 4 月

平成 16 年 4 月
平成 17 年 4 月

平成 18 年 4 月

平成 19 年 4 月

平成 20 年 4 月

大正 11 年 4 月
大正 14 年 4 月

昭和 3 年 4 月
昭和 5 年 4 月
昭和 8 年 4 月
昭和 14 年 3 月
昭和 16 年 9 月
昭和 20 年 5 月
昭和 20 年 11 月
昭和 22 年 4 月

昭和 25 年 9 月
昭和 27 年 4 月
昭和 28 年 4 月
昭和 29 年 4 月

昭和 31 年 4 月
昭和 33 年 4 月
　　　　   5 月
昭和 35 年 4 月
昭和 43 年 4 月
昭和 47 年 4 月
昭和 52 年 4 月

平成元年 4 月

平成 3 年 4 月

日本女子高等学院創設
（現文京区水道）
初代院長加治いつ
中野区東中野に移転
附属女学部を付設
中野区上高田に新校舎完成
財団法人日本女子高等学院設
立。初代理事長人見圓吉。附
属女学部を昭和高等女学校に
改称
戦災により全校舎焼失
戦災により寮舎焼失
世田谷区太子堂（現在地）に移
転
財団法人東邦学園を設立し，日
本女子専門学校を設置，（日本女
子高等学院の課程を引き継ぐ）
初代校長松平俊子就任
昭和中学校を併設
昭和高等女学校を昭和高等学
校に改称
日本女子専門学校を昭和女子
大学に改組・改称
初代学長金子健二就任
昭和女子大学短期大学部を設置
財団法人東邦学園を学校法人
昭和女子大学，財団法人日本
女子高等学院を学校法人昭和
高等学校に改称
短期大学部第二部を併設
昭和幼稚園を付設
昭和小学校を付設
児童教育研究所を付設
第2代学長玉井幸助就任
学校法人昭和女子大学に学校
法人昭和高等学校を併合
第3代学長河鰭実英就任 
近代文化研究所を設置
初代理事長人見圓吉逝去
第2代理事長人見楠郎就任
大学院文学研究科修士課程を
設置
文家政学部を文学部と家政学
部に分離
創立者記念講堂を開設
第4代学長坂本由五郎就任
第5代学長人見楠郎就任

大学院家政学研究科修士課程
を設置
短期大学部に専攻科併置
女性文化研究所を設置
ボストン昭和女子大学を開設
大学院文学研究科に博士課程
を設置
大学院生活機構研究科博士課
程を設置
オープンカレッジを設置
文学部に心理学科・日本文化史
学科を設置
国際文化研究所を設置
大学院生活機構研究科に修士
課程を設置
短期大学部学長福場博保就任
家政学部を生活科学部に改称
研究館・光葉博物館を開設
生活心理研究所を設置
生活科学部生活美学科を生活
環境学科に改称
第2代理事長人見楠郎逝去
第3代理事長に人見楷子就任
第6代学長福場博保就任
生活科学科食物学専攻を食物
健康学専攻に改称
専攻科人間教育学専攻を設置
第7代学長平井聖就任
人間社会学部（心理学科・福祉環
境学科・現代教養学科）を設置
文学部を人間文化学部，日本文
学科を日本語日本文学科，英米
文学科を英語コミュニケーション
学科，日本文化史学科を歴史文
化学科に改称
短期大学部に人間文化学科・
同第二部を設置
短期大学部学長島田淳子就任
大学院文字研究科に言語教育
コミュニケーション専攻，大学院
生活機構研究科に心理学専攻
を設置
人間社会学部に初等教育学科，
短期大学部に文化創造学科，同
二部を設置，短期大学部初等教
育学科を子ども教育学科に改称
第8代学長坂東眞理子就任
大学院生活機構研究科に環境
デザイン研究専攻を設置
短期大学部に文化創造学科（昼
間主コース・夜間主コース）を設置

短期大学部学長坂東眞理子就
任
大学院生活機構研究科に人間
教育学専攻を設置

校内寮を開設（東中野）
葵寮（校外寮第1号）を
開設
若葉寮を開設
校内寮再開（上高田）
桜寮を開設
橘寮を開設
桂寮を開設
戦災により寮舎焼失
校内寮開設（世田谷）
葵寮・富士寮・敷島寮開
設
橘寮を再開
桜寮を再開
桂寮を再開
若葉寮を再開（30年焼
失）
桂寮を開設
楓寮を開設
藤寮・茜寮を開設
弥生・芙蓉寮を開設
椿寮を開設
ときわ寮を開設
校外寮「緑声舎（葵・藤・
茜・桜・橘・桂・楓寮が合
併）」新設
ときわ寮を建て替え、若
葉寮として新発足
椿寮を再開

本学の歩み

学寮の歩み

中
野
区
所
在

太
子
堂
校
地
所
在

弦
巻
所
在

昭和 52 年 4 月

昭和 61 年 3 月

昭和 62 年 7 月

平成 20 年 4 月

研修学寮東明学林を
開設
研修学寮望秀海浜学
寮を開設
会津キャンプ村を開設

若葉寮を閉寮
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1．大学の組織

　昭和女子大学は､ 女子最高の教育機関として､ また学
術文化の研究機関としての使命に鑑み､ 善を尚び､ 美を
愛し､ 真を究めて､ 文化の創造と社会の福祉に貢献する
婦人を育成することを目的としています。
　女性は､ 社会において男性と協力して学術文化の向上､
社会生活の充実発展に貢献し､ また家庭においては､ 子
女を育成し､ 清新な生命を次代に伝える使命を有してい
ることを忘れてはなりません。
　さらに､ 先輩諸姉が己れのことのみにとらわれること
なく､ 広く社会全般に心を配り､ 総ての人々の生活が平
和で豊かなものになるように努めることにより､ 女性とし
ての重要な任務を果たそうと努めてきたその遺風を､ 今
後とも尊重したいものです。
　そのような建学以来の大目標を達成し､ かつ重要な使
命を遂行する道として､ 本学においては各専門科目の充
実は勿論のこと人文科学・社会科学・自然科学の 3 つに
分類される教養科目を､ 他大学に類を見ないほど豊富に
取り揃え､ 実りある学生生活の実現に意を注いでいます。

　●学校法人 　
　昭和女子大学は､「学校法人昭和女子大学」が運営
管理する教育と研究の機関であります。学校法人の管
理運営等に関する重要事項は､ 理事会と評議員会で審
議します。理事､ 監事､ 評議員は､ 学長・教職員・卒
業生及び学識経験者から選任されます。
　学校法人は昭和女子大学､同短期大学部のほか､オー
プンカレッジ､ 高等学校､ 中学校､ 小学校､ 幼稚園な
どを運営しています。
　●大学院 　
　昭和女子大学に大学院を置き､ 次の研究科にそれぞ
れの専攻並びに修士課程・博士課程を設けています。

　●学　部 　
　昭和女子大学に人間文化学部日本語日本文学科､ 人間
文化学部英語コミュニケーション学科､ 人間文化学部歴史
文化学科､ 人間社会学部心理学科､ 人間社会学部福祉環
境学科､ 人間社会学部現代教養学科､ 人間社会学部初等
教育学科､ 生活科学部生活環境学科､ 生活科学部生活
科学科を置き､ 修業年限は 4 か年で､ 最長在学年は６か
年です。
　●短期大学部 　
　昭和女子大学短期大学部に文化創造学科（人間文化学
科､ 生活文化学科）､食物科学科､（子ども教育学科）を置き､
修業年限は２か年で、最長在学年限は4 か年です。いずれ
も（　　）書きの学科は在学生の卒業を待って廃止となる。
　●専攻科 　
　短期大学部を卒業した後に､ 各専門科目のより深遠な研
究の向上を図るため､ 1年課程の専攻科として国語国文学
専攻､ 英語英文学専攻､ 生活文化学専攻､ 食物科学専攻､
保育学専攻の 5 専攻､ を置いています。（2 年課程の人間
教育学専攻は在学生の修了を待って廃止。）
　国語国文学専攻､ 英語英文学専攻､ 生活文化学専攻､
食物科学専攻及び人間教育学専攻は､ 学位授与機構の定
める要件を満たす専攻科として認定されています。
　●教育組織 　
　大学に学長､ 短期大学部学長､ 副学長､ 大学院委員会
委員長､ 大学院研究科長及び専攻主任､ 教務部長及び同
次長､ 学生部長及び同次長､ アドミッション部長及び同次
長各学部長､ 短期大学部長､ 各学科長､ 研究所所長､ 図
書館長､ 博物館長､ 研究館施設長を置いています。
1.�　学長は､ 大学院文学研究科､ 大学院生活機構研究科､
人間文化学部､ 人間社会学部及び生活科学部の教育又
は研究に関する学務を統括する。

2.�　短期大学部学長は､ 短期大学部の教育又は研究に関
する学務を統括する。

3.�　大学院委員会委員長は､ 大学院の教育・研究に関する
学務を統理する。

4.�　副学長は､ 学務の運営に当たり､ 学長及び短大学長に
事故あるとき､ 又は学長が欠けたときは､ その職務を代
行する。

5.�　大学院研究科長は､ 当該研究科の科務を統理する。
6.�　学部長・短期大学部長は､ 当該学部の部務を統理する。
7.�　教務部長は､ 教務の企画運営に当たる。
8.�　教務部次長は､ 教務部長を補佐し､ 部長に事故あると
きは､ その部務を代行する。

9.　学生部長は､ 学生指導の企画運営に当たる。
10.�  学生部次長は､ 学生部長を補佐し､ 部長に事故あると

きは､ その部務を代行する。
11.�  アドミッション部長は､ 学生募集の推進に当たる。
12.� アドミッション部次長は､ アドミッション部長を補佐し､

部長に事故あるときは､ その部務を代行する。
13.  学科長・専攻主任は､ 当該学科・専攻の科務を処理する。

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII目的・使命

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII組　　織

研究科名

文 学 研 究 科

生活機構研究科

専攻名

日 本 文 学 専 攻

英 米 文 学 専 攻
言 語 教 育・
コミュニケーション専攻
生活文化研究専攻
心 理 学 専 攻
福祉社会研究専攻

環境デザイン研究専攻
生活科学研究専攻
人間教育学 専 攻
生活機 構学 専 攻

課程の区分及び学位

博士前期課程
博士後期課程

修士課程

博士後期課程

博士前期課程

２. 昭和女子大学の組織
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11Ⅰ-2．昭和女子大の組織

　本学に､ 教授､ 准教授､ 講師､ 助教､ 助手､ 副手及び
事務職員を置く。
　1�）教授は､ 学生の研究と教育を指導し､ また､ 研

究に従事する。
　2）准教授は､ 教授に準ずる職務に従事する。
　3�） 講師は､教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
　4�）助教は､ 教授及び准教授､ 講師に準ずる職務に

従事する。
　5�）助手及び副手は､ 配属学科の授業等の補助的業務

及び資料の整理､ 整備等その他事務処理に従事する。
　6�）事務職員は､配属された部署の事務処理に従事する。
14.�   大学院生活機構研究科に近代文化研究所､ 女性文化研

究所､国際文化研究所並びに生活心理研究所を付設する。
15.�   本学に附属図書館を設け､ 教育・研究に必要な図書

等学術情報の収集､ 整理､ 保存及び提供等に関する業
務を取り扱う。

16.�   本学に附属博物館を設け､ 博物館資料の収集､ 保存､
調査研究､ 展示及び教育普及に関する業務を取り扱う。
　●大学部局長会 　
　大学部局長会は､ 学長､ 短期大学部学長､ 副学長､ 図
書館長､ 大学院研究科長､ 学部長､ 短期大学部長､ 教務
部長､ 学生部長､ アドミッション部長､ 総合教育センター
長で構成する。大学の基本的問題､ 予算､ 大学院及び学
部並びに短期大学部間の教育・研究､ 運営上の連絡並び
に調整､ 教育課程､ 学生の履修及び研修､ 研究施設及び
設備､ 教授会及び部科長会から報告される事項並びに大
学教育､ 学生生活上の重要事項などを協議する。
　●大学院委員会 　
　大学院委員会は､ 学長､ 副学長､ 研究科長､ 学部長､
教務部長､ 学生部長及び各専攻主任で構成する。大学院
の学則及び諸規程の制定や各研究科教授会から報告され
た事項､ 各研究科に共通する事項などを審議する。
重要決議事項は､ 大学部局長会と協議する。
　●大学院研究科教授会
　当該研究科の授業科目を担当する専任教授及び助教授
をもって構成し､ 研究科の教育課程､ 学生の研究・厚生等､
入学・退学・転学・修了・学位授与及び賞罰に関する事項
などを協議する。
　協議事項は､ 大学院委員会に報告し審議を経る。
　●�教授会（学部教授会及び短大教授会） 　
　教授会は､ 学長､ 短期大学部学長､ 副学長､ 学部長､
短期大学部長､教務部長､学生部長､図書館長､博物館長､
教授をもって構成し､ 原則として昭和女子大学人間文化学
部､ 人間社会学部､ 生活科学部及び昭和女子大学短期
大学部合同開催とする。
学科目､ 講義題目､ 授業時数､ 授業担任及び教育課程に
関する基本事項､ 学生の試験及び課程修了の認定並びに
卒業に関する基本事項などを協議する。

　協議の結果は､ 大学部局長会に上申する。
　●学部部科長会 　
　学部部科長会は､ 学部長､ 当該学部所属学科長をもっ
て構成し､ 学部ごとに開催する。
　学部の基本問題､ 所属学科の向上及び発展､ 所属学
科間の教育､ 研究及び運営上の連絡及び調整､ 教育課程､
学生の履修及び研修､ 学生の入学・退学・休学・復学・転学・
除籍・転科及び賞罰に関する基本事項､研究施設及び設備､
学部の教育､ 研究及び学生生活上の重要事項などを協議
する。
　協議の結果は､ 大学部局長会に上申する。
●�学部部会（人間文化学部会､ 人間社会学部会､ 生活科学部会及び短期大学部会）

　各学部部会は､ 学部長､ 所属学科の教授､ 准教授､ 専
任講師及び助教で構成する。
　各学部所属学科の向上及び発展､ 教育､ 研究及び運営
上の連絡及び調整､ 教科課程､ 学生の履修及び研修､ 学
生指導､ 研究施設及び設備に関する事項などを審議し､
重要決議事項は､ 教授会に稟議する。
　●教育会議 　
　教育会議は､ 学長､ 短期大学部学長､ 副学長､ 大学院
研究科長､ 図書館長､ 学部長､ 短期大学部長､ 教務部長､
同次長､ 学生部長､ 同次長､ アドミッション部長､ 同次長､
大学院専攻主任､ 学科長､常勤教員､ 教育支援センター長､
進路支援センター長､ 事務担当部長､ 事務担当次長､ 女性
文化研究所代表職員､ 近代文化研究所代表職員､ 国際文
化研究所代表職員､ 生活心理研究所代表職員､ 図書館代
表職員､ 光葉博物館代表職員､ 学園本部各部長､ 事務セ
ンター長､ 人見記念講堂事務長及び部長代理で構成する。
　教学及び学生指導全般に関する事項の連絡調整を旨と
して協議する。
　●教務部委員会 　
　教務部委員会は､ 教務部長及び同次長､ 各学科及び総
合教育センター､ 並びに大学院各研究科から選出された
委員で構成する。
　授業運営､ カリキュラムの構成など教務運営に必要な事
項を協議する。
　協議事項は､ 大学部局長会に報告する。
　●学生部委員会 　
　学生部委員会は､ 学生部長及び同次長､ 各学科及び大
学院各研究科から選出された委員で構成する。
　学生の生活支援､ 学級管理､ 全学的行事､ 課外活動､
学生の就職､ 学生相談室など､ 学生生活支援上必要な事
項を協議する。
　協議事項は､ 大学部局長会に報告する。
　●アドミッション部委員会 　
　アドミッション部委員会は､ アドミッション部長､ 同次長
及び学長が指名した各学科の委員で構成する。
　学生募集に関する企画戦略の実施を中心に活動する。
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2. 大学役職員

昭 和 女 子 大 学 長
昭和女子大学短期大学部学長（兼任）
副 学 長（ 総 務 担 当 ）
副 学 長（ 学 務 担 当 ）

大学院
	 大 学 院 委 員 会 委 員 長
	  文 学 研 究 科 長
	 日 本 文 学 専 攻 主 任
	 英 米 文 学 専 攻 主 任
	 言語教育・コミュニケーション専攻主任
	 　 生 活 機 構 研 究 科 長
	 　　生活機構学専攻主任
	 生活文化研究専攻主任
	 心 理 学 専 攻 主 任
	 福祉社会研究専攻主任
	 環境デザイン研究専攻主任
	 生活科学研究専攻主任
	 人間教育学専攻主任
	
	 教 務 部 長
	 教 務 部 次 長
	 学 生 部 長
	 学 生 部 次 長
	 〃（ 学 生 寮 担 当 ）
	 学 寮 長
	 アドミッション部 長
	 アドミッション部次長

坂　東　眞理子
坂　東　眞理子
金　子　朝　子
小　原　奈津子

坂　東　眞理子
池　上　嘉　彦
齋　藤　　　彰
小　川　　　浩
池　上　嘉　彦
伊　藤　セ　ツ
矢　野　眞　和
増　田　勝　彦
三　浦　香　苗
秋　山　智　久
安　宅　信　行
森　髙　初　惠
押　谷　由　夫

鵜　養　啓　子
井　原　奉　明
安　蔵　裕　子
渡　辺　　　剛
比　護　和　子
由　比　ヨシ子
金　尾　　　朗
柏　木　厚　子

学部
人 間 文 化 学 部 長

日本語日本文学科長
英語コミュニケーション学科長
歴 史 文 化 学 科 長

人 間 社 会 学 部 長
心 理 学 科 長
福 祉 環 境 学 科 長
現 代 教 養 学 科 長
初 等 教 育 学 科 長

生 活 科 学 部 長
生 活 環 境 学 科 長
生 活 科 学 科 長

総合教育センター長

短期大学部
短 期 大 学 部 長

	 文 化 創 造 学 科 長
	 食 物 科 学 科 長
	 子ども教育学科長（兼任）
	 第 二部 科 長（ 兼 任 ）

女性 文化 研究 所長（兼 任）
近 代 文 化 研 究 所 長
国際文化 研究 所長（ 兼 任）
生 活 心 理 研 究 所 長
図 　 書 　 館 　 長
光 葉 博 物 館 長
研 究 支 援 機 器 センター 長

研 修 学 寮 運 営 委 員 長

山　本　博　也
茅　場　康　雄
増　澤　史　子
内　田　啓　一
森　　　ます美
島　谷　まき子
永　山　　　誠
志　摩　園　子
木　間　英　子
芦　川　　　智
猪　又　美栄子
髙　尾　哲　也

松　浪　未知世

太　田　鈴　子
木　村　信　之
田　中　伸　子
木　間　英　子
木　村　信　之

坂　東　眞理子
竹　田　喜美子
金　子　朝　子
藤　崎　春　代
大　串　夏　身
増　田　勝　彦
中津川　研　一

人　見　楷　子

3. クラス主任・各委員平成20年度 クラス主任・各委員 
●大学院   ● 総合教育センター

研 究 科 専   攻 教務部委員 学生部委員 アドミッション部委員
日本文学専攻 吉　田

島田（太）
遠　藤
大　森
山本（暉）
飯　野
今　城
天　野
角　田
小川（哲）

 
英米文学専攻  文学研究科

生活機構研究科

言語教育・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻
吉

山本（暉） 大　森 森　髙

前期：太田
後期：小林（多）田 平井（法）

生活機構学専攻  
生活文化研究専攻 
生活科学研究専攻 
心理学専攻

福祉社会研究専攻 
環境デザイン研究専攻
人間教育学専攻

●人間文化学部・人間社会学部・生活科学部 

１ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年
５ 年

学

部
学科 学科長

茅場

増澤

内田

島谷

永山

志摩

木間

猪又

髙尾

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ  Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

日本語
日本文学科

田　熊 西　川 福　田
（委）

Ｄ Ｄ 

英語
コミュニ
ケーショ
ン学科

 丹　羽島　﨑 高　味岸　山

関　口 江　中

松　野 松　永

北　本 根　本

下　川

豊　田

粕　谷

今井（美）

李（守）

石井（幸）

森　部

志　賀

下　村

海老沢

（山本（暉））

（川　畑）

（徳　永）

武　田 渡辺（伸）

槍　田 笛　木

鈴木（博）杉　橋 金子（弥）

伊藤（博）

井　原

田中（知）松　澤

伊藤（純）高橋（学） 尾　崎

小林（多）

石井（正）

桑　原 金子（友）

渡辺（睦）大　木

田　村

福　島

（小　泉）

田　畑 菊　池

胡 廣　瀬

小川（喜）相　原 森　本

大　島

ドゥブラヴチッチ

田中（奈）渡邊（佳）

天　野

鶴　田

爾

杉　浦 堀　内

柴　田 中津川

細　田 角　田

山　崎

3年次・専攻科

早　田 礒　野
（菊地）

原　田 大　津 片　岡
（番場）

ロブソン
（平井）

スナイダー
（赤堀）

元　吉
（太田）

高　木
（木村（信））

竹　山 曽　田 黒　崎 蔵　楽 横　塚

松本（淳） 中村（徳） 駒　谷

秋山（久） 比　護

国文英文専攻：久　下

生文専攻：熊　澤

（大谷津）

千　葉 木　下

烏　谷 升　田

金　徳 マーク コージー李（淑）

市　川

月　田 高橋（久）

木下（武）

永　岡

友　田 安　宅 桃　園

飯　野 飯　野白　川 池　田

谷　井 竹　田

澁　澤

月　田
高橋（久）

上　村

千　葉

猪　熊

（掛　川）

古　川

（今　城）

（フフバートル）（高橋（秀））

（岸　田）

（中　村） （ライアン）

（山　田） （大　倉） （岸　田）
人

間

文

化

学

部 歴史文
化学科  

心理学科

福祉環
境学科  

現代教
養学科  

初等教
育学科

生活環
境学科

生活
科学科  

学部 学  科 教務部委員 学生部委員 学生相談室委員 キャリア支援委員 
日本語日本文学科 
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

山本（晶）
高　野
大谷津
清水（裕）
伊藤（純）
常　喜
鈴木（円）
石　垣
小川（睦）

中　西
元　吉
蕨　迫
駒　谷

菊　地
高　木
横　塚
富　本

上　野

黒　崎
石井（正）

佐藤（道）

曽　田
平　野

嶺　田
佐藤（洋）
小　泉
山崎（洋）
渡辺（剛）
福　田
横　山
中　山
大　橋

市　川
丹　羽
掛　川
田中（奈）
高橋（学）
高橋（秀）
石井（正）
佐　野
池　田

アドミッション部委員
西　川
岸　山
千　葉
藤　島
高橋（学）
鶴　田
清水（満）
桃　園
中津川

廣　瀬

菊　池
松　永
月　田
木下（武）
平　野
友　田
不　破

前期：中村　後期：高味人間文化
学部 

歴史文化学科 
心理学科 
福祉環境学科 
現代教養学科 

人間社会
学部 

初等教育学科 
生活環境学科 生 活 

科学部 生活科学科 

●短期大学部 
ク ラ ス 主 任   ※下段（ ）内は副主任  

１ 年 次 ２ 年 次
学 

部 

学　科 学科長

木村（信）

木村（信）

田中（伸）

木　間

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ 

文化創造
学科

同第二部
（夜間主コース）

食物科学科  

短

期

大

学

部 子ども
教育学科  

各 委 員 会
教務部委員 学生部委員 学生相談室委員

田中（均）

竹　山
清水（満）

アドミッション部委員 キャリア支援委員 

（昼間主コースと統合）
文化創造学科 

食物科学科

 

子ども教育学科

 
同  第二部（夜間コース）

 

科目群 センター長

松　浪

主 任

一般教養

田中（善）

佐藤（喜）

生
活
科
学
部

人
間
社
会
学
部

短
期
大
学
部

クラス主任（ 　　 ）は副主任または学年付 

各　委　員　会

教務主任
齋藤（彰）
小川（浩）
池　上
矢　野
増　田
森　髙
三　浦
秋山（智）
安　宅
押　谷

主　任

外 国 語  

教 　 職

瀬　沼
(副主任：尾 崎)
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13Ⅰ-2．昭和女子大の組織

平成20年度 クラス主任・各委員 
●大学院   ● 総合教育センター

研 究 科 専   攻 教務部委員 学生部委員 アドミッション部委員
日本文学専攻 吉　田

島田（太）
遠　藤
大　森
山本（暉）
飯　野
今　城
天　野
角　田
小川（哲）

 
英米文学専攻  文学研究科

生活機構研究科

言語教育・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻
吉

山本（暉） 大　森 森　髙

前期：太田
後期：小林（多）田 平井（法）

生活機構学専攻  
生活文化研究専攻 
生活科学研究専攻 
心理学専攻

福祉社会研究専攻 
環境デザイン研究専攻
人間教育学専攻

●人間文化学部・人間社会学部・生活科学部 

１ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年
５ 年

学

部
学科 学科長

茅場

増澤

内田

島谷

永山

志摩

木間

猪又

髙尾

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ  Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

日本語
日本文学科

田　熊 西　川 福　田
（委）

Ｄ Ｄ 

英語
コミュニ
ケーショ
ン学科

 丹　羽島　﨑 高　味岸　山

関　口 江　中

松　野 松　永

北　本 根　本

下　川

豊　田

粕　谷

今井（美）

李（守）

石井（幸）

森　部

志　賀

下　村

海老沢

（山本（暉））

（川　畑）

（徳　永）

武　田 渡辺（伸）

槍　田 笛　木

鈴木（博）杉　橋 金子（弥）

伊藤（博）

井　原

田中（知）松　澤

伊藤（純）高橋（学） 尾　崎

小林（多）

石井（正）

桑　原 金子（友）

渡辺（睦）大　木

田　村

福　島

（小　泉）

田　畑 菊　池

胡 廣　瀬

小川（喜）相　原 森　本

大　島

ドゥブラヴチッチ

田中（奈）渡邊（佳）

天　野

鶴　田

爾

杉　浦 堀　内

柴　田 中津川

細　田 角　田

山　崎

3年次・専攻科

早　田 礒　野
（菊地）

原　田 大　津 片　岡
（番場）

ロブソン
（平井）

スナイダー
（赤堀）

元　吉
（太田）

高　木
（木村（信））

竹　山 曽　田 黒　崎 蔵　楽 横　塚

松本（淳） 中村（徳） 駒　谷

秋山（久） 比　護

国文英文専攻：久　下

生文専攻：熊　澤

（大谷津）

千　葉 木　下

烏　谷 升　田

金　徳 マーク コージー李（淑）

市　川

月　田 高橋（久）

木下（武）

永　岡

友　田 安　宅 桃　園

飯　野 飯　野白　川 池　田

谷　井 竹　田

澁　澤

月　田
高橋（久）

上　村

千　葉

猪　熊

（掛　川）

古　川

（今　城）

（フフバートル）（高橋（秀））

（岸　田）

（中　村） （ライアン）

（山　田） （大　倉） （岸　田）
人

間

文

化

学

部 歴史文
化学科  

心理学科

福祉環
境学科  

現代教
養学科  

初等教
育学科

生活環
境学科

生活
科学科  

学部 学  科 教務部委員 学生部委員 学生相談室委員 キャリア支援委員 
日本語日本文学科 
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

山本（晶）
高　野
大谷津
清水（裕）
伊藤（純）
常　喜
鈴木（円）
石　垣
小川（睦）

中　西
元　吉
蕨　迫
駒　谷

菊　地
高　木
横　塚
富　本

上　野

黒　崎
石井（正）

佐藤（道）

曽　田
平　野

嶺　田
佐藤（洋）
小　泉
山崎（洋）
渡辺（剛）
福　田
横　山
中　山
大　橋

市　川
丹　羽
掛　川
田中（奈）
高橋（学）
高橋（秀）
石井（正）
佐　野
池　田

アドミッション部委員
西　川
岸　山
千　葉
藤　島
高橋（学）
鶴　田
清水（満）
桃　園
中津川

廣　瀬

菊　池
松　永
月　田
木下（武）
平　野
友　田
不　破

前期：中村　後期：高味人間文化
学部 

歴史文化学科 
心理学科 
福祉環境学科 
現代教養学科 

人間社会
学部 

初等教育学科 
生活環境学科 生 活 

科学部 生活科学科 

●短期大学部 
ク ラ ス 主 任   ※下段（ ）内は副主任  

１ 年 次 ２ 年 次
学 

部 

学　科 学科長

木村（信）

木村（信）

田中（伸）

木　間

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ 

文化創造
学科

同第二部
（夜間主コース）

食物科学科  

短

期

大

学

部 子ども
教育学科  

各 委 員 会
教務部委員 学生部委員 学生相談室委員

田中（均）

竹　山
清水（満）

アドミッション部委員 キャリア支援委員 

（昼間主コースと統合）
文化創造学科 

食物科学科

 

子ども教育学科

 
同  第二部（夜間コース）

 

科目群 センター長

松　浪

主 任

一般教養

田中（善）

佐藤（喜）

生
活
科
学
部

人
間
社
会
学
部

短
期
大
学
部

クラス主任（ 　　 ）は副主任または学年付 

各　委　員　会

教務主任
齋藤（彰）
小川（浩）
池　上
矢　野
増　田
森　髙
三　浦
秋山（智）
安　宅
押　谷

主　任

外 国 語  

教 　 職

瀬　沼
(副主任：尾 崎)

第1章P01-34.indd   13 08.3.14   6:07:48 PM



14

3. 学則
 

1．大学院
　　　　　第１章　総　則
第１条　�本大学院は、建学の精神に則り、学術の理

論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、
又は高度の専門性が求められる職業を担うた
めの深い学識及び卓越した能力を培い、文化
の進展に寄与することを目的とする。

第２条　�本大学院は教育研究水準の向上を図り、前条の
目的及び社会的使命を達成するため、教育研究
活動の状況について自ら点検及び評価を行う。

	 2．�前項の点検及び評価の方法、結果の検証及
び公表等に関する規程は、別に定める。

第３条　�本大学院の課程は、修士課程及び博士課程
とする。ただし博士課程は、前期２年及び
後期３年の課程に区分し、前期２年の課程
は博士前期課程とし、後期３年の課程は博
士後期課程とする。

	 2．�博士前期課程及び修士課程は、広い視野に
立って精深な学識を授け専攻分野における
研究能力又は高度の専門性を要する職業に
必要な高度の能力を養うものとする。

	 3．�博士後期課程は、専攻分野について研究者
として自立して研究活動を行い、又は、そ
の他の高度に専門的な業務に従事するに必
要な高度の研究能力及びその基礎となる豊
かな学識を養うものとする。

第４条　�博士前期課程及び修士課程の標準修業年限
は 2 年とし、その最長年限を 4 年とする。

	 2．�博士後期課程の標準修業年限は 3 年とし、
その最長年限を 6 年とする。

	 3．�長期にわたり計画的に教育課程を履修する
者（以下「長期履修学生」という）の修業
年限は、修士課程及び博士前期課程にあっ
ては 4 年とし、その最長年限を 6 年とする。
また、博士後期課程にあっては 6 年とし、
その最長年限を 8 年とする。

第５条　�本大学院に次の研究科を置く。それぞれの研究
科に置く専攻と専攻の目的は次のとおりである。

文学研究科
（1）�日本文学専攻博士前期課程は、日本文学及び日

本語学において広い視野と豊かな学識を培い、
専門領域における優れた研究能力を養うことに
より、研究・教育をはじめ高度の専門性を有す
る分野で活躍し得る有為な人材の育成を目的と
し、博士後期課程は、日本文学及び日本語学にお
ける広い視野と深い学識とを踏まえ、さらに高
度な専門的研究を深化発展させる能力を涵養し、
研究・教育をはじめ高度の専門性を有する諸関
連分野で社会に貢献し得る人材の育成を目的と

する。　　　　
（2）�英米文学専攻博士前期課程は、イギリス文学、アメ

リカ文学、英語学（言語学、英語史）を中心とする
英語の言語文化の諸分野について、幅広い視野に
立って教育指導を行い、研究者あるいはその他の専
門的職業人にふさわしい高度の能力の基礎を養い育
てることを目的とし、博士後期課程は、前期課程に
おける教育を踏まえ、上記３分野について一層専門
的な立場から教育指導を行い、自立した研究者や
専門的職業人を養成し、そのために必要な一層深
い学識や高度の専門的能力を養うことを目的とする。

（3）�言語教育・コミュニケーション専攻博士前期課
程は、日本人に英語を教える教師、または日本語
非母語話者に日本語を教える教師を目指す日本
人学生・留学生・現職の日本語・英語教師を主
な対象とし、日本語教育・英語教育の実践の場で
活躍しうる有能な人材の育成を目的とする。さらに
博士後期課程での学習、実習経験を踏まえ、それ
ぞれの分野で指導的な役割を担うことのできる専
門家の育成を目的とした教育を行う。

生活機構研究科　　　　
（1）�生活文化研究専攻（修士課程）は、多岐にわた

る生活文化に関して高度で知的な素養を持ち、
研究、教育および社会的活動を通して、知識基
盤社会を多様に支える人材の養成を目的とする。

（2）�心理学専攻（修士課程）は、心理学諸領域（認知・
発達・社会・臨床など）に関わる専門的知識と
技能を修得した人材の養成を目的とする。

（3）�人間教育学専攻（修士課程）は、人格的豊かさ
をもち、社会や子どもの変化に的確に対応でき
る専門的知識と技能を修得し、高度の実践的指
導力を身につけた人材の養成を目的とする。

（4）�福祉社会研究専攻（修士課程）は、現代社会の
諸課題を解明すると共に、より良い福祉社会を
創っていくために必要な価値観・理論・実践力
を修得した人材の養成を目的とする。

（5）�環境デザイン研究専攻（修士課程）は、工学か
ら芸術・人文系に至る幅広い学問体系を有する
専攻として、服飾・インテリア・建築等生活に
関わる広い環境を対象としたデザインの分野で
研究・実践する人材の養成を目的とする。

（6）�生活科学研究専攻（修士課程）は、ヒトの生命
の営みを、生活を取り巻く食環境とそのライフ
ステージとの関連から解明し、食行動と健康増
進に関連するテーマを多角的に研究する人材の
養成を目的とする。

（7）�生活機構学専攻（博士後期課程）は、幅広い分
野における人間の生活に関する総合科学の研究
を自律的に行うことのできる高度の研究者・専
門職の人材養成を目的とする。

	 2．�各研究科の修士課程、博士課程の別は、次
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15Ⅰ-3．学則（大学院）

の表の右欄に掲げるとおりとする。

第６条　�各研究科、各専攻の学生入学定員及び収
容定員は、次の表のとおりとする。

　　　　　  第 2章　教育方法及び授業科目の履修方法
第７条　�本大学院の教育は、建学の精神に則り、

授業科目の授業及び学位論文の作成等に
関する指導（以下「研究指導」という。）
によって行うものとする。

第８条　�各研究科の授業科目及び単位数は、別表
（1）のとおりとする。

第 9 条　�各研究科の学位論文の作成等に関する研究
指導は、各研究科教授会において定める。

第 10 条　�各研究科の授業科目の単位の計算方法は、
昭和女子大学学則を準用する。

第 11 条　�学生は、各自の研究分野を定め、その目
的に適するように指導教員の指導により
授業科目を履修するものとする。

第 12 条　�各研究科において教育研究上有益と認め
るときは、各研究科教授会及び大学院委
員会の議を経て昭和女子大学及び本大学
院の他の研究科又は他大学の大学院とあ
らかじめ協議のうえ、昭和女子大学及び

本大学院並びに他大学の大学院の授業科
目を履修させることができる。

　　　2．�前項の規定により履修した授業科目の単位
は、10 単位を超えない範囲で、本大学院に
おいて修得したものとみなすことができる。

第 13 条　�授業科目を履修した者に対しては、考査のう
え、その合格者に所定の単位を与える。

第 14 条　�各研究科において教育上有益と認めると
きは、各研究科教授会及び大学院委員会
の議を経て、他大学の大学院及び当該大
学院付置研究所とあらかじめ協議のうえ、
博士課程及び修士課程の学生が、当該研
究所、当該大学院において必要な研究指
導を受けることができる。ただし、修士
課程及び博士前期課程の学生について認
める場合は、当該研究指導を受ける期間
は 1 年を超えないものとする。

第 15 条　�各研究科において教育上特別の必要があると
認められるときは、夜間その他特定の時間又
は時期において授業又は研究指導を行う等
の適当な方法により教育を行うことができる。

第 16 条　�本大学院は、授業及び研究指導の内容及
び方法の改善を図るための組織的な研修
及び研究を実施するものとする。

	 　　　第 3章　課程の修了要件及び学位
第 17 条　�修士課程及び博士前期課程の修了要件は、

本大学院に 2 年以上在学し、本学則に定め
る授業科目について、30 単位以上を修得し、
かつ必要な研究指導を受けたうえ、修士論
文の審査及び最終試験に合格することとす
る。ただし、在学期間に関しては、優れた
研究業績を上げた者については大学院に 1
年以上在学すれば足りるものとする。

　　　2．�前項の場合において、当該修士課程及び博
士前期課程の目的に応じ適当と認められると
きは、各研究科教授会及び大学院委員会の
議を経て、特定の課題についての研究の成果
の審査をもって修士論文の審査に代えること
ができる。なお、当該審査に関する審査方法
は、第 17条第 1項から第 5 項までを準用する。

第 18 条　�修士論文の審査及び最終試験は、各研究
科教授会の定める審査委員がこれを行う。

　　　2．�前項の審査は、指導教員のほか、当該専攻の
授業科目を担当する専任教員1名以上を加える。

　　　3．�審査委員は、論文審査及び最終試験実施のうえ、
その評価に関する意見を記載した審査報告書
を各研究科教授会に提出しなければならない。

　　　4．�各研究科教授会は、各審査委員から提出され
た審査報告書に基づいて協議のうえ、審査の
結果を大学院委員会に報告するものとする。

研 究 科 名 専 攻 名 課 程 の 区 分

文 学 研 究 科
日 本 文 学 専 攻

博 士 前 期 課 程
英 米 文 学 専 攻

博 士 後 期 課 程
言語教育・コミュニケーション専攻
生活文化研究専攻
心 理 学 専 攻

生活科学研究専攻
人間教育学専攻

修 士 課 程

福祉社会研究専攻
環境デザイン研究専攻

生活機構学専攻 博 士 後 期 課 程

生活機構研究科

研究
科名

文
学
研
究
科

生
活
機
構
研
究
科

専 攻 名

日本文学専攻

英米文学専攻

言語教育・コミュニケーション専攻

計

生活文化研究専攻

心 理 学 専 攻

人 間 教 育 学 専 攻

生活科学研究専攻

環境デザイン研究専攻

福祉社会研究専攻

生活機構学専攻

計

合　　　計

	  5 名	  3 名	  8 名	  10 名	  9 名	  19 名

	  5 名	  3 名	  8 名	  10 名	  9 名	  19 名

	10 名	  3 名	 13 名	  20 名	  9 名	  29 名

	20 名	  9 名	 29 名	  40 名	 27 名	  67 名

	10 名	 −	 10 名	  20 名	 −	  20 名

	20 名	 −	 20 名	  40 名	 −	  40 名

	10 名	 −	 10 名	  20 名	 −	  20 名

	  5 名	 −	  5 名	  10 名	 −	  10 名

	  5 名	 −	  5 名	  10 名	 −	  10 名

	  5 名	  −	  5 名	  10 名	 −	  10 名

	 −	  5 名	  5 名	 −	 15 名	  15 名

	55 名	  5 名	6 0 名	  110 名	 15 名	 125 名

	75 名	 14 名	 89 名	 150 名	 42 名	 192 名

入学定員

修士課程 修士課程博士課程 博士課程合　　計 合　　計

収容定員
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　　　5．�本大学院において教育上有益と認めると
きは、本大学院に入学する前に大学院に
おいて修得した単位を、10 単位を超えな
い範囲で本大学院において修得したもの
とみなすことができる。

第 20 条　�博士論文の審査及び最終試験は、第 18 条
第 1 項から第 5 項までを準用する。

第 21 条　学位は、博士及び修士とする。
　　　2．�本大学院において学位を授与された者は、

学位の名称を用いるときは、本大学名を
付記するものとする。

　　　3．�第 19 条の規定によらないで、本大学院に
論文を提出して博士の学位を請求し、所
定の審査及び試験に合格した者に博士（文
学）、博士（学術）の学位を授与する。

　　　4．�学位授与に必要な事項は、昭和女子大学
学位規則に定める。

第 22 条　�高等学校教諭一種免許状及び中学校教諭
一種免許状の所要資格を有する者で、当
該免許教科に係る高等学校教諭専修免許
状及び中学校教諭専修免許状の所要資格
を得ようとする者は、教育職員免許法及
び教育職員免許法施行規則に定める所要
単位を修得しなければならない。

　　　2．�本大学院各研究科修士課程及び博士前期課
程において、当該所要資格を取得できる高等
学校教諭専修免許状及び中学校教諭専修免
許状の免許教科は、次の表のとおりとする。

	 　　　第 4章　学年、学期及び休業日
第 23 条　�本大学院の学年・学期及び休業日は、昭

和女子大学学則を準用する。

	 　　　第 5章　入学、休学、退学及びその他
第 24 条　�入学の時期は、学年の始め又は学期の始めとする。
第 25 条　�本大学院修士課程及び博士前期課程に入

学することができる者は、次の各号のい
ずれかに該当する者とする。

　　（1）学校教育法第 52 条に定める大学を卒業した者
　　（2）�学校教育法施行規則第 70 条第 1 項により

　　　5．�大学院委員会は、各研究科教授会から提出され
た修士論文の審査及び最終試験の結果に基づい
て総合審査を行い、合格、不合格を決定する。

第 19 条　�博士課程の修了要件は、文学研究科日本文
学専攻、英米文学専攻及び言語教育・コミュ
ニケーション専攻にあっては、本大学院に 5
年（博士前期課程を修了した者にあっては、
当該課程における 2 年の在学期間を含む。）
以上在学し、本学則に定める授業科目につ
いて、50 単位以上を修得し、かつ必要な
研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及
び最終試験に合格することとする。ただし、
在学期間に関しては、優れた研究業績を上
げた者については、大学院に 3 年（博士前
期課程を修了した者にあっては当該課程に
おける 2 年の在学期間を含む。）以上在学
すれば足りるものとする。

　　　2．�生活機構研究科博士後期課程にあっては、本
大学院に 3 年以上在学し、本学則に定める授
業科目について、16 単位以上を修得し、かつ
必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審
査及び最終試験に合格することとする。なお、
前項の在学期間のただし書はこれを準用する。

　　　3．�第 17 条第 1 項ただし書の規定による在学期
間をもって修士課程及び博士前期課程を修了
した者の博士課程の修了の要件は、大学院
の修士課程及び博士前期課程における在学
期間に 3 年を加えた期間以上在学し、本学
則に定める授業科目について、文学研究科日
本文学専攻、英米文学専攻及び言語教育・
コミュニケーション専攻にあっては 50 単位
以上、また、生活機構研究科生活機構学専
攻にあっては 46 単位以上を修得し、かつ必
要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審
査及び最終試験に合格することとする。ただ
し、在学期間に関しては、優れた研究業績を
上げた者については、大学院に 3 年（修士課
程及び博士前期課程における在学期間を含
む。）以上在学すれば足りるものとする。

　　　4．�本条第 1 項から第 3 項の規定にかかわらず、
学校教育法施行規則第 70 条の 2 の規定によ
り、大学院への入学資格に関し修士の学位を
有する者と同等以上の学力があると認められ
た者が博士後期課程に入学した場合の博士
課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、
本学則に定める授業科目について、文学研究
科日本文学専攻及び英米文学専攻にあって
は 20 単位以上、生活機構研究科生活機構
学専攻にあっては 16 単位以上修得し、かつ
必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審
査及び最終試験に合格することとする。

16

研究科名

文 学 研 究 科

生活機構研究科

専　攻　名

日 本 文 学 専 攻
英 米 文 学 専 攻
言 語 教 育・
コミュニケーション専攻
生活文化研究専攻
心 理 学 専 攻
人 間 教 育 学 専 攻
生活科学研究専攻
福祉社会研究専攻
環境デザイン研究専攻

免許教科の種類
中専免
国　語

外国語（英語）
外国語

（英語）
社　会

−

家　庭
社　会

外国語
（英語）
地理歴史

家　庭
福　祉

家　庭 家　庭

公　民

国　語
外国語（英語）

高専免

幼稚園教諭 小学校教諭
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大学を卒業した者と同等以上の学力がある
と認められたもの

　　（3）�外国において学校教育における15 年の課程
を修了した者であって、本大学院の定める単
位を優秀な成績で修得したと認めたもの

　　（4）�外国の学校が行う通信教育における授業科
目を我が国において履修することにより当
該外国の学校教育における 15 年の課程を
修了した者であって、本大学院の定める単
位を優秀な成績で修得したと認めたもの

第 26 条　�本大学院博士後期課程に入学することが
できる者は、次の各号のいずれかに該当
する者でなければならない。

　　（1）修士の学位を有する者
　　（2）�学校教育法施行規則第 70 条の 2 に定める

修士の学位を有する者と同等以上の学力が
あると認められたもの

第 27 条　�入学志願者は、次の書類に別表（2）に定め
る入学検定料を添えて申し込むものとする。

　　（1）本大学院所定の入学願書
　　（2）�出身大学長の発行する調査書及び卒業証明書

（又は卒業見込み証明書）、博士後期課程入
学志願者は出身大学院の学長の発行する調
査書及び修了証明書（又は修了見込み証明書）

　　（3）最近 3 か月以内の写真
第 28 条　�入学を許可する者は、本大学院の実施す

る入学選抜考査に合格した者とする。
　　　2．�前項の入学選抜考査の時期及び方法は、

その都度定める。
第 29 条　�入学を許可された者は、保証人連署の保

証書並びに誓約書を別表（2）に定める入
学金を添えて、所定の期日までに提出し
なければならない。

第 30 条　�保証人に関する事項は、昭和女子大学学
則を準用する。

第 31 条　�外国人の入学に関する事項は、別にこれを定める。
第 32 条　�本大学院の開設する 1 授業科目又は数授

業科目を選択履修することを許可した者
を科目等履修生とする。

　　　2．�科目等履修生として聴講を志望できる者
は、第 25 条、第 26 条に規定する大学院
入学資格を有する者とする。

　　　3．�科目等履修生の許可は研究科教授会で協議
し、大学院委員会の議を経て学長が決定する。

　　　4．�科目等履修生の聴講料は、昭和女子大学
学則を準用する。

　　　5．�科目等履修生に対しては、本条に規定す
るもののほか本学則の各条を準用する。
ただし、第 4 条、第 17 条から第 22 条ま
での規定は、準用しない。

第 33 条　�疾病その他、やむを得ない理由で学業を続

けることができないときは、その理由を詳記
し願い出て、休学することができる。

　　　2．�休学の期間は、1 か年以内とする。特にや
むを得ない事情のある者には、休学の継
続を許可することがある。ただし、その
期間は 3 か年以内とする。

　　　3．�休学の理由が止んだ時は、復学願を提出
しなければならない。

　　　4．�休学者は、学期の始めに復学することができる。
　　　5．休学の期間は、在学年数に通算しない。
第 34 条　�退学したい者は、その事由を詳記し、保

証人連署で願い出て、学長の許可を得な
ければならない。

第 35 条　�正当の理由で退学した者が再入学を願い
出たときは、学期の始めに限り、審査の
うえこれを許可することがある。

第 36 条　�他の大学院に転学しようとするときは、
保証人連署のうえ、指導教員を経て学長
の許可を得るものとする。

第 37 条　�他の大学院生が本大学院に転学を希望する
ときは、学生収容定員に余裕のある場合に
限り選考のうえこれを許可することがある。

第 38 条　�長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。
　　　2．�長期履修学生に関することは､ 別に規定

するもののほか､ 各章の規定を準用する。

	 　　　第 6章　賞　罰
第 39 条　�本章に関する事項は、昭和女子大学学則

を準用する。

	 　　　第 7章　授業料、貸給費、実験実習教材費及びその他の費用
第40 条　学生の納入金は、授業料及びその他とする。
　　　2．�各納入金の額は、別表（2）のとおりとする。
　　　3．各納入金は、次の 2 期に分納する。
　　　　　前期：4 月 15 日まで
　　　　　後期：10 月 15 日まで
　　　4．�納期に納入できないときは、延納願を提

出して許可を得なければならない。ただ
し、延納の期限は、所定の納入日の翌月
末日を超えない範囲とする。

　　　5．�滞納が 3か月以上におよぶときは、除籍する。
　　　6．�休学中の授業料等納入金は、当該学期の

授業料の半額とする。
第 41 条　�学業優秀にして、志操堅固な者には、一

定の学資を給付又は貸与することがある。
　　　2．�学資の給付及び貸与に関する規程は、別

に定める。
第 42 条　�一旦納入した諸料金は、事情の如何にか

かわらず返還しない。ただし、入学辞退
者の授業料等返還に関する手続きについ
ては、別に定める。
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　　 ２.� 成績証明書 ( 修了見込みの者は過年度のもの )
　　 ３. 健康診断書
               採用の決定
第４条　�研究生の採用の可否は､ 運営委員会に置く

選考委員会において審議し､ その答申に基
づき､ 学長が決定する。

               研修期間
第５条　�研究生の研修期間は､ 各年度初めから1か年と

する。ただし研究計画の進度により､ さらに研
究を継続しようとする者は､ 研究継続願を提出
しなければならない。その期限は1年限りとする。

               待　遇
第６条　�研究生は､ 指導教員の担当授業科目の聴講を

希望するときは､ 同教員の許可を受けて聴講願
を提出し､学長の許可を受けなければならない。

　　   2. �研究生は､本学図書館を利用することができる。
               監　督
第７条　�研究生に対する監督は､ 指導教員がこれに

当たるものとする。
               在籍料
第８条　�研究生に係わる検定料､ 入学金及び在籍料

等については別途定める。
　　

　本大学院への入学を希望する学部 5 年次生の､ 大学院
修士課程開設授業科目の受講を下記のとおり取り扱う。
( 受講者の条件 )
第１条　�4 年次までの成績が所属学科の 3 分の 1 以

上で､ かつ所属学科の学科長が推薦する者。
ただし、この規定に関わらず、所属学科長が
推薦し大学院研究科長が適当と認めた者は、
受講者とすることができる。

第２条　�4 年次までに卒業論文を提出し､ 成績優秀
な者。ただし、この規定に関わらず、所属学
科長が推薦し、大学院研究科長が適当と認
めた者は受講者とすることができる。

　　　　（単位の認定）
第３条　�5 年次に相当する期間において､ 大学院修

士課程開設の科目を受講し､ その科目の試
験に合格した場合､ 所属学科の専門科目の
単位として認定することができる。

（既修得単位の認定）
第４条　�本大学院へ正式に入学した場合､ 第 3 条に

より修得した授業科目の単位のうち､ 10 単
位を超えない範囲で､ 大学院修士課程にお
いて修得したものとみなすことができる。

注 :�　なお､ 成績優秀な者については､「大学院設置
基準第 16 条」並びに「大学院学則第 17 条」を
活用し､ 在学期間を短縮することができる。
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　　　　  目　的
第１条　�この内規は､ 大学院博士後期課程を修了した

者 ( 単位満了退学者を含む )､ 又は博士前期
課程若しくは修士課程を修了した者に､ 大学
院研究生の資格を与えることにより､ その研
究の継続を助成することを目的とする。

　　　　  資　格
第２条　�研究生となることのできる者は､ 大学院博

士後期課程を修了した者 ( 単位満了退学者
を含む )､ 又は博士前期課程若しくは修士
課程を修了した者であって､ 指導教員の承
認を得､ 研究科教授会及び大学院委員会の
議を経て､ 学長の許可を得た者とする。

　　　　  期　間
第３条　�研究生の期間は原則として､ 1 年間とする。

ただし博士後期課程修了者 ( 単位満了退学
者を含む ) にあたっては 2 回､ 博士前期課
程修了者及び修士課程修了者は 1 回に限り､
更新を願い出ることができる。

　　　　  待　遇
第４条　�研究生は､ 担当教員の許可を得て聴講願を

提出し学長の許可を得たうえで大学院の授
業を受けることができる。

　　　2.� �研究生は､ 大学院生に認められた大学の研
究施設を利用することができる。

	 　　 在籍料
第５条　�研究生に係わる検定料､ 入学金及び在籍料

等については別途定める。
　　　　  監　督
第６条　�研究生に対する監督は､ 研究科教授会で定

めた教員がこれに当たるものとする。

　　　　　目　的
第１条　�当研究所は､ 大学院博士課程生活機構研究科

の基礎として位置づけられ､ 学術研究機関とし
ての活動が期待されている。従って､ その一環
として､ 研究生の採用を行い､ 研究者として指
導育成することを目的としてこの規定を定める。

　　　　　資　格
第２条　�研究生となることのできる者は､ 女性文化に関す

る研究計画を有し､ それを遂行し得る能力を有す
る者（原則として､ 大学を卒業した者及びそれと
同等以上の学力があると認められる者）とする。

　　　　　採用の願い出
第３条　�研究生採用を願い出る者は､ 採用願 ( 本学

規定の用紙 ) に､ 次の書類を添え前年度の
2 月末までに願い出るものとする。

　　 １.� �出身学校の卒業・修了証明書､ 又は見込み証明書

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII学部五修生の大学院修士課程開設
科目の履修及び大学院入学後の既
修得単位の認定について

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII大学院研究生に関する内規

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII女性文化研究所研究生に関する内規
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	 　 第 2章　教育課程
第７条　�各学部、各学科及び各専攻の授業科目を、

必修及び選択に分ける。
第８条　�各学部、各学科及び各専攻の授業科目並

びに単位数は、別表（1）のとおりとする。

	 　 第 3章　履修、卒業及び学位
第９条　�学生は、学期毎にその学期に履修する授

業科目を定めて学長の許可を得なければ
ならない。また、これを変更する場合も
同様とする。

第 10 条　�学生が、各学期に履修科目として登録す
る単位数については、別に定める。

第 11 条　�履修授業科目の単位修得の認定は、出席
時数、平常成績及び期末試験の総合成績
による。成績は 100 点をもって満点とし、
60 点以上を合格点とする。

第 12 条　�疾病その他、やむを得ない事情のため期
末試験を受けることができなかった者に
は､ 追試験を行うことがある。

第 13 条　�各授業科目の単位数は、1 単位の授業科目
を 45 時間の学修を必要とする内容をもっ
て構成することを標準とし、授業の方法
に応じ、当該授業による教育効果、授業
時間外に必要な学修等を考慮して、次の
基準により単位数を計算するものとする。

　　  （1）�講義については、15 時間の授業をもって 1
単位とする。ただし、大学が別に定める授
業科目については、30 時間の授業をもっ
て 1 単位とする。

　　  （2）�演習については、30 時間の授業をもって 1
単位とする。ただし、大学が別に定める授
業科目については、15 時間の授業をもっ
て 1 単位とする。

　　  （3）�実験、実習及び実技については、45 時間
の授業をもって 1 単位とする。ただし、大
学が別に定める授業科目については、30
時間の授業をもって 1 単位とする。

　　  （4）�芸術等の分野における個人指導による実技
の授業については、大学が別に定める時間
の授業をもって 1 単位とすることができる。

　　  （5）�第 1 号から第 4 号の規定にかかわらず、卒
業論文、卒業研究及び卒業制作等の授業科
目については、これらの学修成果を評価し
て単位を授与することが適切と認められ

19Ⅰ-3．学則（学部）

 

2．学部
　　　　　第 1章　総　則
第１条　�本学は、建学の精神に則り、高等教育機関

として、また、学術文化の研究機関として
の使命に鑑み、善を尚び美を愛し真を究め
て、文化の創造と人類の福祉に貢献する女
性を育成することを目的とする。

　　  2．�本学は各学科の人材の育成に関する目的そ
の他の教育研究上の目的を別表アのとおり
定める。

第２条　�本学は、教育研究水準の向上を図り、前条
の目的及び社会的使命を達成するため、教
育研究活動等の状況について自ら点検及び
評価を行う。

　　  2．�前項の点検及び評価の方法、結果の検証及
び公表等に関する規程は、別に定める。

第３条　本学は、昭和女子大学と称する。
第４条　�本学は、東京都世田谷区太子堂一丁目 7 番

57 号に設置する。
第５条　�本学は、次の学部、学科及び専攻を設け、

修業年限を 4 年とし、最長在学年限は 6 年
とする。

　　　　　人間文化学部
　　　　　　日本語日本文学科
　　　　　　英語コミュニケーション学科
　　　　　　歴史文化学科
　　　　　人間社会学部
　　　　　　心理学科
　　　　　　福祉環境学科
　　　　　　現代教養学科
　　　　　　初等教育学科
　　　　　生活科学部
　　　　　　生活環境学科
　　　　　　生活科学科
　　　　　　　食物健康学専攻
　　　　　　　管理栄養士専攻
第６条　�各学部、各学科及び各専攻の入学定員並び

に収容定員は、次の表のとおりとする。

人間文化学部
　日本語日本文学科
　英語コミュニケーション学科
　歴史文化学科
人間社会学部
　心理学科
　福祉環境学科
　現代教養学科
　初等教育学科
生活科学部

（3 年次編入学定員）
　生活科学科
　　食物健康学専攻
　　管理栄養士専攻
　　（3 年次編入定員）

355 名
120 名
160 名
  75 名
300 名
  60 名
  60 名
  80 名
100 名
297 名
8 名

117 名
  45 名
  80 名
    8 名

1,420 名
  480 名
  640 名
  300 名
1,200 名
  240 名
  240 名
  320 名
  400 名
1,204 名

学部・学科・専攻 入学定員 収容定員

　生活環境学科
　生活科学科
　　食物健康学専攻
　　管理栄養士専攻
　　（3 年次編入定員）

180 名
117 名
  45 名
  72 名
    8 名

  720 名
  484 名
  180 名
  304 名
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る場合には、これらに必要な学修等を考慮
して単位数を定めることができる。

　　　2．�前項の授業は、多様なメディアを利用し
て行うことがある。

　　　3　�第１項の授業は、第 12 章に定める公開講
座として開講することがある。

第 14 条　�本学を卒業するには、学生は 4 年以上在学
し、第８条別表（1）に定めた授業科目につき、
各学科共通科目から 48 単位以上（教養科目
36 単位以上、外国語科目 12 単位以上（生
活科学部生活科学科は 8 単位以上））、専
門教育科目は 76 単位以上、文化講座 8 単
位を含み計 132 単位以上修得しなければな
らない。ただし、生活科学部生活科学科の
専門教育科目の履修方法は、別に定める。

　　　2．�外国人留学生は、前項の規定にかかわらず、
教養科目 36 単位のうち 16 単位まで、また、
外国語科目 12 単位のうち 8 単位までを、
日本語科目及び日本事情に関する授業科
目の単位でそれぞれ代えることができる。

　　　3．�本学において教育上有益と認めるときは、
教授会の議を経て、他大学又は他短期大
学とあらかじめ協議のうえ、当該大学又
は当該短期大学における授業科目を履修
させることができる。

　　　4．�前項の規定により修得した単位並びに短
期大学又は高等専門学校の専攻科におけ
る学修その他文部科学大臣が別に定める
学修を本学における授業科目とみなし、
60 単位を超えない範囲で本学において修
得したものとして認定することができる｡

　　　5．�本学において教育上有益と認めるときは、
本学に入学する前に大学又は短期大学にお
いて修得した単位及び短期大学又は高等専
門学校の専攻科における学修その他文部科
学大臣が別に定める学修を本学において修
得したものとみなすことができる。

　　　6．�前項により修得したものとみなすことの
できる単位数は、編入学、転入学の場合
を除き、第 4 項により認定する単位数と
合わせて 60 単位を超えないものとする。

　　　7．�卒業要件として修得すべき132単位のうち、
第 13 条第 2 項に定める多様なメディアを
利用して行う授業により修得する単位数
は、60 単位を超えないものとする。

　　　8．�第 4 項及び第 6 項の適用者の修業年限は、
短縮できないものとする。

　　　9．�大学入学資格を有する者が、本学の科目等
履修生として一定の単位を修得した後に入学
したときは、その修得単位数に応じて、相

当期間を修業年限の 2 分の 1を超えない範
囲で、在学期間として認定することがある。

　　 10．�学校教育法第 55 条の 3 に規定する早期卒
業の認定については、別に定める。

第 15 条　�教育職員免許状の授与の所要資格を取得
しようとする者は、第 14 条の規定による
ほか、教育職員免許法及び同法施行規則
に定める単位を修得しなければならない。

　　　2．�各学科において取得できる免許状の種類
及び免許教科は、次の表のとおりとする。

第 16 条　�福祉環境学科の学生で社会福祉士の受験
資格を取得しようとする者は、第 14 条の
規定によるほか、社会福祉士及び介護福
祉士法及び同法施行規則に定める授業科
目の単位を修得しなければならない。

　　　2．�福祉環境学科の学生で 2 級建築士、インテリ
アプランナー及び木造建築士の受験資格を取
得しようとする者は、福祉建築コースを選択
し、第 14 条の規定によるほか、別に定める
授業科目の単位を修得しなければならない。

　　　3．�福祉環境学科の学生で保育士の資格を取得
しようとする者は、第 14 条の規定によるほ
か、児童福祉法及び同法施行規則に定める
授業科目の単位を修得しなければならない。

第 17 条　�初等教育学科の学生で保育士の資格を取得
しようとする者は、第 14 条の規定によるほ
か、児童福祉法及び同法施行規則に定める
授業科目の単位を修得しなければならない。

第 18 条　�生活環境学科の学生で 1、2 級建築士、イ
ンテリアプランナー、木造建築士及び設
備士の受験資格を取得しようとする者は、
第 14 条の規定によるほか、別に定める授
業科目の単位を修得しなければならない。
なお、1 級建築士、インテリアプランナー
及び設備士を受験するには、定められた
実務経験が必要となる。

　　　2．�生活環境学科の学生で 1 級衣料管理士の
資格を取得しようとする者は、第 14 条の

学科
日本語日本文学科

英語コミュニケーション学科
歴史文化学科
心 理 学 科
福祉環境学科

現代教養学科

初等教育学科
生活環境学科

生 活 科 学 科
（食物健康学専攻）
生 活 科 学 科

（管理栄養士専攻）

中学校教諭
一種免許状
同　　　 上
同　　　 上
同　　　 上

−
中学校教諭
一種免許状

中学校教諭
一種免許状
同 上

国語

外国語（英語）
社会
社会
−

社会
外国語（英語）

家庭

家庭・保健

高等学校教諭
一種免許状
同　　　上
同　　　上
同　　　上
同　　　上

同　　　上

高等学校教諭
一種免許状
同 上

国 語・書 道

外国語（英語）
地理歴史

公民
福祉
公民

外国語（英語）

家庭

家庭・保健

免許状の種類 免許教科 免許状の種類 免許教科

幼稚園教諭  一種免許状 小学校教諭  一種免許状

栄養教諭二種

栄養教諭一種
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21Ⅰ-3．学則（学部）

規定によるほか、衣料管理士認定規定に
定める授業科目の単位を修得しなければ
ならない。

第 19 条　�生活科学科食物健康学専攻の学生で栄養
士の免許授与の所要資格を取得しようと
する者は、第 14 条の規定によるほか、栄
養士法及び同法施行規則に定める授業科
目の単位を修得しなければならない。

　　　2．�生活科学科管理栄養士専攻の学生で栄養
士の免許授与の所要資格を取得しようと
する者は、第 14 条の規定によるほか、栄
養士法及び同法施行規則に定める授業科
目の単位を修得しなければならない。

　　　3．�前項に定める要件を満たした者は、管理
栄養士国家試験の受験資格を得ることが
できる。

第 20 条　�学芸員の資格を取得しようとする者は、
第 14 条の規定によるほか、博物館法及び
同法施行規則に定める授業科目の単位を
修得しなければならない。ただし、第 8
条別表（1）教育課程中博物館学関係科目
は、第 14 条の専門教育科目の単位に含む
ものとする。

第 21 条　�図書館司書の資格を取得しようとする者
は､ 昭和女子大学短期大学部学則第 20 条
に規定する授業科目の単位を修得しなけ
ればならない。ただし､ 第 14 条第 4 項に
定める 60 単位の内数として修得するもの
とする。

第 22 条　�学校図書館司書教諭の資格を取得しよう
とする者は、教育職員免許状の授与の所
要資格を取得したうえで、第 14 条の規定
によるほか、学校図書館法及び学校図書
館司書教諭講習規程に定める授業科目の
単位を修得しなければならない。

第 23 条　�第 14 条の規定による所要単位数を修得し
た者の卒業については、教授会の議を経
て学長が認定する。また、昭和女子大学
短期大学部を卒業後、同短期大学部専攻
科のうち大学評価・学位授与機構が認定
した専攻科を修了し、かつ学位申請に必
要なすべての単位を本学で修得して大学
評価・学位授与機構から学士の学位を授
与された者については、教授会の議を経
て学長が本学を卒業したものとみなすこ
とができる。

　　　2．�卒業を認定された者には、学士の学位を
授与する。

　　　3．学位の授与区分は、次の表のとおりとする。

人間文化学部

人間社会学部

生活科学部

日本語日本文学科
英語コミュニケーション学科
歴史文化学科

学士
（人間文化学）

学士
（人間社会学）

学士
（生活科学）

心理学科・福祉環境学科
現代教養学科

生活環境学科・生活科学科

学士
（教育学）初等教育学科

学　部 学　科 学　位

　　　4．�学位授与に必要な事項は、昭和女子大学
学位規則に定める。

	 　 第 4章　学年、学期及び休業日
第 24 条　�学年は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日

に終わる。
第 25 条　�学年を分けて次の 2 学期とし､ 各学期の授業

期間は原則として 15 週にわたるものとする｡
	 　 前期　/　4 月 1 日から 9 月 30 日まで
	 　 後期　/　10 月1日から翌年 3 月31日まで
第 26 条　�休業日を次のとおり定める。ただし、学

長は休業日を変更し、又は臨時に休業日
を定めることがある。

　　（1）国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　（2）日曜日
　　（3）創立記念日　5 月 2 日
　　（4）夏季休業日　8 月 1 日から 9 月 30 日まで
　　（5）冬季休業日　12 月23 日から翌年 1 月 8 日まで
　　（6）春季休業日　3 月 11 日から 3 月 31 日まで

	 　第５章　入学の時期、入学、退学、休学、復学、転学及び除籍
第 27 条　入学の時期は、学期の始めとする。
第 28 条　�入学を許可される者は、女子にして次の

各号のいずれかに該当する者でなければ
ならない。

　　（1）�高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
　　（2）�通常の課程による 12 年の学校教育を修了

した者（通常の課程以外の課程によりこれ
に相当する学校教育を修了した者を含む）

　　（3）�外国において、学校教育における 12 年の
課程を修了した者、又はこれに準ずる者で
文部科学大臣の指定したもの

　　（4）�文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課
程を有するものとして認定した在外教育施
設の当該課程を修了した者

　　（5）文部科学大臣の指定した者
　　（6）�高等学校卒業程度認定試験に合格した者で、

18 歳に達したもの
　　（7）�本学において、個別の学力審査により、高

等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認めた者で、18 歳に達したもの
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　　（8）�学校教育法第 56 条第 2 項の規定により、本
学において大学における教育を受けるにふさ
わしい学力があると認めたもの（飛び入学）

　　（9）�専修学校の専門課程のうち、文部科学大
臣の定める基準を満たすものを修了した者

（編入学）
　　（10）短期大学を卒業した者（編入学）
　　（11）学士の学位を有する者（学士入学）
　　（12）�第 9 号から 11 号の入学志願者については、

定員に余裕のある場合に選考のうえ入学
させる｡

第 29 条　�入学志願者は、次の書類に別表（2）に定め
る入学検定料を添えて申し込むものとする｡

　　（1）入学志願書
　　（2）出身学校長の発行する調査書
　　（3）最近の写真（本学所定の大きさ）
第 30 条　�入学を許可される者は、本学の建学の精

神に則って指導を受けることを志した者
の中で身体健康、品行方正にして本学の
実施する入学試験に合格した者とする。

第 31 条　�入学を許可された者は、保証人連署の保
証書並びに誓約書に、別表（2）に定める
入学金を添えて提出しなければならない。

第 32 条　�保証人は、父母またはこれに代わる独立
の生計を営む成年者で、学生の監督の責
任に任じ得る者とする。

第 33 条　�保証人が死亡又は他の理由で責を果たし
得なくなったときは､ 新たに保証人を選定
して直ちに届け出なければならない。

第 34 条　�保証人の住居又は身分に変更が生じたと
きは､ 直ちに届け出なければならない｡

第 35 条　�退学したい者は、その理由を詳記し、保
証人連署で願い出て、学長の許可を得な
ければならない。

第 36 条　�疾病その他やむを得ない理由で､ 休学を希
望する者は､ その理由を詳記し、保証人連
署で願い出て、休学の許可を得なければな
らない。

第 37 条　�休学期間は、1 か年以内とする。ただし、
やむを得ない事情のある者については、
休学の継続を許可することがある。

第 38 条　休学期間は、在学年数に通算しない。
　　　2．�休学者は、学期の始めに復学することが

できる。
第 39 条　�国内外の大学又は短期大学において学修

することを願い出たときは、審査のうえ、
留学を許可することがある。

　　　2．留学に関する取扱いは、別に定める。
第 40 条　��学生が他の学科に転じることを願い出たとき

は、選考のうえこれを許可することがある。

第 41 条　�本学に転入学を希望する者がある場合は、
学生定員に余裕のあるときに、選考のうえ
相当学年に転入学を許可することがある。

第 42 条　�転入学、学士入学若しくは編入学又は転科
した者については、すでに他の専修学校専
門課程、短期大学又は大学等において修得
した単位並びに在学年数の全部又は一部を、
本学における授業科目の単位並びに在学年
数として認定又は換算することができる。

第 43 条　�正当な理由で退学した者が再入学を願い
出たときは､ 学期の始めに限り選考のうえ
これを許可することがある。

第 44 条　�次の各号のいずれかに該当する者は、教
授会の議を経て学長が除籍する。

　　（1）在学 6 年にして卒業できない者
　　（2）�学費の滞納が 3 か月以上におよび、督促を

受けても納入しない者
　　（3）�正当な理由なく、無届で 3 か月以上連続欠

席した者

	 　 第 6章　賞　罰
第 45 条　�本学学生で学業優秀又は善行 ･ 美事をな

した者を賞することがある。
第 46 条　�本学の学則に背き、又は本学学生の本分

にもとる行為があったときは、懲戒にす
る。懲戒は、譴責、停学及び退学とする。

第 47 条　�次の各号のいずれかに該当した者は、退
学に処する。

　　（1）性行不良で改善の見込みがない者
　　（2）成績不良で成業の見込みがない者
　　（3）正当な理由なく出席常でない者
　　（4）�学校の秩序を乱し、その他学生としての本

分に反した者

	 　第 7章　授業料、貸給費、実験実習教材費及びその他の費用
第 48 条　学生の納入金は、授業料及びその他とする。
　　（1）各納入金の額は、別表（2）のとおりとする。
　　（2）各納入金は、次の 2 期に分納する。
　　　　　前期　/　4 月 15 日まで
　　　　　後期　/　10 月 15 日まで
　　（3）�納期に納入できないときは、延納願を提出

して許可を得なければならない。ただし、
延納の期限は、所定の納期の翌月末日を超
えない範囲とする。

　　（4）�休学中の授業料等納入金は、当該学期の授
業料の半額とする。

第 49 条　�学業優秀にして、志操堅固な者には、一
定額の学資を給付又は貸与することがあ
る。学資の給付及び貸与に関する規程は、
別に定める。

第1章P01-34.indd   22 08.3.14   6:07:52 PM



許可した者を委託生とする。
第 57 条　�外国人で本学に入学を許可した者を外国

人留学生とする。
第 58 条　�本学の開設する授業科目のうち、1 授業科

目又は数授業科目を選択履修することを
許可した者及び本学公開講座のうち特定
の講座を受講して大学の正規単位認定を
希望する者を科目等履修生とする。

第 59 条　�科目等履修生として許可される者は、第
27 条に規定する大学入学資格を有する者
でなければならない。ただし、本学にお
いて、高等学校を卒業した者と同等以上
の学力があると認めたときは、この限り
でない。

第 60 条　�科目等履修生は毎学期初めに、その学期
中に履修する授業科目を定めて学長の許
可を得なければならない。また、これを
変更するときも同様とする。

第 61 条　�単位を修得した科目等履修生には、単位
証明書を交付する。

第 62 条　�科目等履修生の聴講料は、各学期 1 科目
につき登録料 10,000 円、聴講料 20,000 円
とする。ただし、本学公開講座のうち特
定の講座を受講して大学の正規単位認定
を希望する科目等履修生については、当
該公開講座の受講料等を支払うことによ
り、前記登録料、聴講料の支払いを免除
する。

第 63 条　�委託生、外国人留学生及び科目等履修生で、
履修科目の試験を受け、合格した者には
その授業科目所定の単位を与える。

第 64 条　�委託生、外国人留学生及び科目等履修生は、
収容定員に余裕のある場合のみ許可する。
ただし、本学公開講座のうち特定の講座
を受講して大学の正規単位認定を希望す
る科目等履修生については、本条を適用
しない。

第 65 条　�委託生､ 外国人留学生に対して本章に規
定するほか､ 各章の規定を準用する。た
だし、科目等履修生に対し本章以外の規
定は準用しない。

附　 則　この学則は平成 20 年 4 月1日から施行する。

23Ⅰ-3．学則（学部）

第 50 条　�一旦納入した諸料金は、事情の如何にか
かわらず返還しない。ただし、入学辞退
者の授業料等返還に関する手続きについ
ては、別に定める。

　　　　　 第 8章　教職員組織及び教授会
第 51 条　�本学に学長、副学長、学部長、教務部長、

同次長、学生部長及び同次長を置く。
　　（1）学長は、教育研究に関する学務を統括する。
　　（2）�副学長は、学務の運営に当たり、学長に事

故あるときは、その職務を代行する。
　　（3）学部長は、当該学部の部務を統理する。
　　（4）教務部長は、教務の企画運営に当たる。
　　（5）�教務部次長は、教務部長を補佐し、部長に

事故あるときは、その部務を代行する。
　　（6）学生部長は、学生指導の企画運営に当たる。
　　（7）�学生部次長は、学生部長を補佐し、部長に

事故あるときは、その部務を代行する。
　　　2．�各学科の科務を処理するため、学科長を

各 1 名置く。
　　　3．�学長、副学長、学部長、教務部長、同次長、

学生部長、同次長及び学科長の任免につ
いては、別に定める。

第 52 条　�本学に教授、准教授、講師、助教、助手、
副手及び事務職員を置く。

　　（1）�教授は、学生の研究と教育を指導し、また、
研究に従事する。

　　（2）准教授は、教授に準ずる職務に従事する。
　　（3）�講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従

事する。
　　（4）�助教は、教授及び准教授、講師に準ずる職

務に従事する。
　　（5）�助手及び副手は、配属学科の授業等の補助

的業務及び資料の整理、整備等その他事務
処理に従事する。

　　（6）�事務職員は、配属された部署の事務処理に
従事する。

第 53 条　�各学部に、学部の教育及び研究に関する
事項を審議するため、教授会を置く。

　　　2．教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第 54 条　�本学の管理、運営に関する重要事項を審

議するため、大学部局長会を置く。
　　　2．�大学部局長会に関し必要な事項は、別に

定める。

　　　　　 第 9章　委託生、外国人留学生及び科目等履修生
第 55 条　�委託生、外国人留学生又は科目等履修生と

して入学を希望する者があるときは、審査の
うえ入学又は聴講を許可することがある。

第 56 条　�官公庁、法人の委託により本学に入学を
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	 （目的）
第１条	� 本学位規則は、学位規則（平成 3 年 6 月３

日文部省令第 27 号）第 13 条の規定に基づ
き本学において授与する学位、学位論文審
査及び最終試験の方法その他学位に関して
必要な事項を定めるものとする。

	 （学位）
第２条	 �本学において授与する学位は次のとおりとす

る。
	 学士・修士・博士
	 （学位授与の要件）
第３条	� 学士の学位は、本大学学則の定めるところに

より所定の要件を満たし、課程修了を認定さ
れた者に授与する。

第４条	� 修士の学位は、本学大学院学則の定めるとこ
ろにより修士課程または博士前期課程所定の
要件を満たし、課程修了を認定された者に授
与する。

第５条	 �博士の学位は､ 本学大学院学則の定めるとこ
ろにより所定の要件を満たし、課程修了を認
定された者に授与する。

　　　2. �博士の学位は前項に規定する者のほか、本
学大学院博士後期課程を経ない者であって
も学位論文を提出し、その審査及び試験に
合格し、かつ前項に該当する者と同等以上
の学力が認められる者に授与することができ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII昭和女子大学学位規則

日本語日本文学科は、日本
の言語文化について、日本
語学・日本文学・日本語
教育の三分野から学ぶこと
により、広い視野と豊かな
教養を培い、文化的創造
及び社会の発展に寄与し
得る人材の育成を目的とす
る。

英語コミュニケーション学科
は、英語の運用能力を基
礎として、文学・文化、言
語学、コミュニケーション・
メディアの専門的知識を高
め、英語を使って、日本の
みならず広く国際社会に貢
献できる人材の育成を目的
とする。

歴史文化学科は、歴史を
はじめ、考古、美術、伝
統文化、地域文化、およ
び文化財の諸分野にわたり
段階的な教育を通して、歴
史と文化に対する広い視野
と高い識見を備えた人材の
育成を目的とする。

人
間
文
化
学
部

人
間
社
会
学
部

生
活
科
学
部

日本語日本文学科 英語コミュニケーション学科 歴史文化学科

心理学科は、「健康な人格
の形成と保持に資する心理
学の活用」という時代の要
求に応え、人の心を幅広く
理解する心理学の視点を
持ち、現実の問題に実践
的に対応できる援助能力を
身につけた人材の育成を目
的とする。

現代教養学科は、自身の
考えを的確に表現伝達する
能力を育成するとともに、
時代の要請に応え社会に
貢献できる人材を育むことを
目標におき、さまざまな角度
から物事を把握する力を育
て、“生きる力” を身につけ
た人材の育成を目的とする。

心理学科 福祉環境学科 現代教養学科
初等教育学科は、基礎教
育から専門教育への連続
性を踏まえた体系的教育
課程を編成・実施し、子
どもの望ましい心身の発
達と成長を期待し、一人一
人の個性や能力を引き出
し、その豊かな人格の形
成を指導・援助できる人
材の育成を目的とする。

初等教育学科

生活環境学科は、機能的
で美しい建築やインテリアの
デザイン、生活プロダクトの
デザイン、衣服のデザイン
など、私たちの生活空間が
いかにあるべきかを考え、
どのようにプロデュースする
かを理論と技術の両面から
学び、総合力を身につけた
専門家としての人材の育成
を目的とする。

福祉環境学科は、人間の
尊厳を重視した自立と共
生、平等にもとづく福祉社
会の理念を追求する。人
間と環境の関係を科学的に
探求し、生活の維持・向
上のための課題を解決でき
る専門的知識・技術と価
値観を培い、学際的な視
野をもつ人材の育成を目的
とする。

生活科学科食物健康学専
攻は、食を通して、健康の
増進と生活の質の向上に資
する人材の養成を目的とす
る。栄養・食品・調理に
関する学術的な根拠に基
づいた理論を展開できる能
力を育み、社会に貢献する
人材を育成する。

生活科学科管理栄養士専
攻は、医療、福祉、学校等、
現場を支える管理栄養士と
して、社会に貢献する人材
の養成を目的とする。人と
社会や環境との関わりを学
び、人体の構造とその機能
に関する深い理解を基に、
様 な々状況の中で人の栄養
に適切に対処できる人材を
育成する。

生活環境学科 生活科学科　食物健康学専攻 生活科学科　管理栄養士専攻

文化創造学科は昼間主コースと夜間
主コースで構成し、時代の要請に応
える幅広い教養と専門領域に関わる
基礎を学び、自ら進路を決め、自己
表現ができる人材の育成を目的とす
る。それに加え、夜間主コースは、
幅広い年代の社会人に、生涯学習
の一助として、学び直しの場を提供
する。

短
期
大
学
部

文化創造学科
食物科学科は、幅広い教養と専門
的知識・技能を教授することにより、
学生に職業や実生活に必要な能力を
付与するとともに、豊かな人間性を養
い、自らの将来の課題を探求し、健
全な社会の形成に貢献できる有能な
人材の育成を目的とする。

食物科学科
子ども教育学科は、幼稚園教諭と小
学校教諭の二種免許状を取得可能
な教育課程を編成実施し、初等教
育について幅広い教養と実践力のあ
る教員の養成、人間性豊かな人材
の育成を目的とする。

子ども教育学科

別表（1）
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りとする（別表略）
第 16 条	 �学位を授与された者が、その名誉を汚辱する

行為があったとき又は不正の方法により、学位
の授与を受けた事実が判明したときは、学長
は教授会、各研究科教授会及び大学院委員
会の議を経て学位の授与を取消すことがある。

付則　	 �この規則は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

3. 短期大学部
　　　　　第１章　総　則
第１条	� 本学は、建学の精神に則り、高い教養と文

化創造学、食物科学及び子ども教育学に関
する専門の学芸を教授研究し、職業又は実
際生活に必要な能力を養い、社会に貢献し
うる有為な女性を育成することを目的とす
る。

　　  2．	�本学は各学科の人材の育成に関する目的そ
の他の教育研究上の目的を別表アのとおり
定める。

第２条	� 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条
の目的及び社会的使命を達成するため、教
育研究活動等の状況について自ら点検及び
評価を行う。

　　  2．	�前項の点検及び評価の方法、結果の検証及
び公表等に関する規程は、別に定める。

第３条	 本学は、昭和女子大学短期大学部と称する。
第４条	� 本学は、東京都世田谷区太子堂一丁目 7 番

57 号に設置する。
第５条	� 本学は、次の学科を設け､ 修業年限を 2 年

とし、最長在学年限を 4 年とする。ただし、
短期大学設置基準第 16 条の 2 に規定する
長期にわたり計画的に教育課程を履修する
者（以下「長期履修学生」という）につい
ては、既に在学した期間を含め修業年限を
4 年とし、最長在学年限を 6 年とする。

	� 文化創造学科・食物科学科・子ども教育学
科

　　2．	� 長期履修学生は、学期を単位に 2 年まで修
業年限を短縮することができる。

　　3．	� 文化創造学科は、昼夜開講制により授業を
行う。

第６条	� 各学科の入学定員及び収容定員は、次の表
のとおりとする。

25Ⅰ-3．学則（短大）

る。
　　　　（学位論文提出による学位の授与）
第６条	� 第 5 条第 2 項により、博士の学位論文を提出

した者については、この規則の定めるところ
により、審査の上学位を授与することができる。

　　　2.	�前項に規定する者が博士の学位論文を提出
するときは、学位申請書に学位論文 5 部､ 参
考論文のあるときは当該参考論文、研究業績
書、履歴書及び審査料を添えて、学長に提
出するものとする。ただし、審査料は学位論
文の受理が決定してから納入するものとする。

　　　3.	�学位論文の受理は研究科教授会並びに大学
院委員会の議を経て学長が決定する。

　　　4.	�学位論文を受理したときは、学位論文の審査
のほか、本学大学院の博士課程において所
定の単位を修得した者と同等以上の学力を有
することを認めるための試験を行うものとする。

　　　5.	前項の試験は口答又は筆答により行う。
　　　6.	�第 5 条第 2 項により、学位論文を提出した者

が本学大学院の博士課程において、所定の
単位を修得した者であるときは、前第 4 項の
試験は免除するものとする。

　　　7.	�前項に該当する者が、本学を退学後 3 年以
内の場合、第 5 条第 1 項に規定する者と同
様に扱う。

　　　8.	�学位論文の審査は本学大学院学則第 16 条
及び第 18 条を準用する。

　　　9.	�審査委員は、学位論文審査のため必要がある
ときは、学位論文提出者に対して当該学位論
文の参考資料等の提出を求めることができる。

　　 10.	�学位論文の審査は、受理してから 1 年以内に
終了するものとする。

　　　　（学位論文の公表）
第 14 条	� 博士の学位を授与された者は、当該博士の

学位を受けた日から 1 年以内に、その学位
論文を印刷公表するものとする。ただし、学
位の授与を受ける前にすでに印刷公表したと
きはこの限りでない。

　　　2.	�前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与
された者でやむを得ない事由がある場合には､
本学の承認を受けて、当該学位論文の全文に
代えてその内容を要約したものを印刷公表する
ことができる。この場合、大学はその学位論文
の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

　　　　（学位の名称の使用）
第 15 条	� 学位の授与を受けた者が、学位の名称を用

いるときは､ 当該学位を授与した本学名を「学
士（昭和女子大学）」、「修士（昭和女子大学）」、

「博士（昭和女子大学）」のように附記するもの
とする。

　　　2.	�学位記の様式は別表第 1 から別表第 3 の通

学　　　科
文 化 創 造 学 科
食 物 科 学 科

計

入学定員
150 名
120 名
320 名

収容定員
  300 名
  240 名
    640 名
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　　　　　第２章　教育課程
第７条	� 各学科の授業科目を、必修及び選択に分け

る。
第８条	� 各学科の授業科目及び単位数は、別表（1）

のとおりとする。

　　　　　第３章　履修及び課程修了
第９条	� 学生は、学期毎にその学期に履修する授業

科目を定めて学長の許可を得なければなら
ない。また、これを変更する場合も同様と
する。

第 10 条　�学生が、各学期に履修科目として登録す
る単位数については、別に定める。

第 11 条　�履修授業科目の単位修得の認定は、出席
時数、平常成績及び期末試験の総合成績
による。成績は 100 点をもって満点とし、
60 点以上を合格点とする。

第 12 条　�疾病その他、やむを得ない事情のため期
末試験を受けることができなかった者に
は、追試験を行うことがある。

第 13 条　�各授業科目の単位数は、1 単位の授業科目
を 45 時間の学修を必要とする内容をもっ
て構成することを標準とし、授業の方法
に応じ、当該授業による教育効果、授業
時間外に必要な学修等を考慮して、次の
基準により単位数を計算するものとする。

　　  （1�）講義については、15 時間の授業をもって
１単位とする。ただし、大学が別に定める
授業科目については、30 時間の授業をもっ
て 1 単位とする。

　　 （2�）演習については、30 時間の授業をもって
1 単位とする。ただし、大学が別に定める授
業科目については、15 時間の授業をもって 1
単位とする。

　　 （3�）実験、実習及び実技については、45 時間
の授業をもって 1 単位とする。ただし、大学
が別に定める授業科目については、30 時間
の授業をもって 1 単位とする。

　　 （4�）芸術等の分野における個人指導による実技
の授業については、大学が別に定める時間の
授業をもって 1 単位とすることができる。

　　  （5�）第 1 号から第 4 号の規定にかかわらず、卒
業論文、卒業研究及び卒業制作等の授業科
目については、これらの学修成果を評価して
単位を授与することが適切と認められる場合に
は、これらに必要な学修等を考慮して単位数
を定めることができる。

　　　2．�前項の授業は、多様なメディアを利用し
て行うことがある。

　　　3．�第 1 項の授業は、第 12 章に定める公開講
座として開講することがある。

第 14 条　�本学を卒業するには、学生は 2 年以上在学
し、第 8 条別表（1）に定めた授業科目につ
き、教養科目は 8 単位以上、外国語科目は
4 単位以上、専門教育科目は 28 単位以上、
余裕単位 6 単位以上、体育実技 1 単位、文
化講座 4 単位を含み計 66 単位以上修得し
なければならない。ただし、昼夜開講制を
実施している学科で夜間の時間帯の授業を
主として履修する学生の外国語科目及び保
健体育科目並びに文化講座の履修について
は、別に定める。余裕単位は、学科の定め
るところによって、教養科目及び専門教育科
目に配分することができる。

　　　2．�外国人留学生は、前項の規定にかかわらず、
教養科目 8 単位のうち 4 単位まで、また、
学科の定める余裕単位を教養科目に配分
した場合は 12 単位まで、外国語科目 4 単
位のうち 2 単位までを、日本語科目及び
日本事情に関する授業科目の単位でそれ
ぞれ代えることができる。

　　　3．�本学において教育上有益と認めるときは、
大学部局長会の議を経て、他大学又は他
短期大学とあらかじめ協議のうえ、当該
大学又は当該短期大学における授業科目
を履修させることができる。

　　　4．��前項の規定により修得した単位並びに短
期大学又は高等専門学校の専攻科におけ
る学修その他文部科学大臣が別に定める
学修を本学における授業科目とみなし、
30 単位を超えない範囲で本学において修
得したものとして認定することができる。

　　　5．�本学において教育上有益と認めるときは、
本学に入学する前に大学又は短期大学にお
いて修得した単位及び短期大学又は高等専
門学校の専攻科における学修その他文部科
学大臣が別に定める学修を本学において修
得したものとみなすことができる。

　　　6．�前項により修得したものとみなすことのでき
る単位数は、第 4 項により認定する単位数
と合わせて 30 単位を超えないものとする。

　　　7．�卒業要件として修得すべき 66 単位のうち、
第 13 条第 2 項に定める多様なメディアを
利用して行う授業により修得する単位数
は、30 単位を超えないものとする。

　　　8．��第 4 項及び第 6 項の適用者の修業年限は、
短縮できないものとする。

　　　9．�大学入学資格を有する者が、本学の科目等
履修生として一定の単位を修得した後に入学
した場合は、その修得単位数に応じて、相
当期間を修業年限の 2 分の 1を超えない範
囲で、在学期間として認定することがある。
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第 15 条　�教育職員免許状の授与の所要資格を取得
しようとする者は、第 14 条の規定による
ほか、教育職員免許法及び同法施行規則
に定める単位を修得しなければならない。

　　2．	� 各学科において取得できる免許状の種類及
び免許教科は、次の表のとおりとする。

第 16 条　�食物科学科の学生で栄養士の免許授与の
所要資格を取得しようとする者は、第 14
条の規定によるほか、栄養士法及び同法
施行規則に定める授業科目の単位を修得
しなければならない。

第 17 条　�文化創造学科の学生で 2 級衣料管理士の資
格を取得しようとする者は、第 14 条の規
定によるほか、衣料管理士認定規定に定め
る授業科目の単位を修得しなければならな
い。

　　　2．�文化創造学科の学生で 2 級建築士及び木
造建築士の受験資格を取得しようとする
者は、別に定める授業科目の単位を修得
しなければならない。

第 18 条　�子ども教育学科の学生で保育士の資格を
取得しようとする者は、第 14 条の規定に
よるほか、第 74 条に定める専攻科保育学
専攻に入学のうえ、児童福祉法及び同法
施行規則に定める授業科目の単位を修得
しなければならない。

第 19 条　�学校図書館司書教諭の資格を取得しよう
とする者は、教育職員免許状の授与の所
要資格を取得したうえで、第 14 条の規定
によるほか、学校図書館法及び学校図書
館司書教諭講習規程に定める授業科目の
単位を修得しなければならない。

第 20 条　�図書館司書の資格を取得しようとする者
は、第 14 条の規定によるほか、図書館法
及び同法施行規則に定める授業科目の単
位を修得しなければならない。

第 21 条　�第 14 条に規定する所要単位数を修得した
者の卒業については、大学部局長会の議
を経て学長が認定する。

　　　2．�卒業を認定された者には短期大学士の学
位を授与する。

　　　3．短期大学士の授与区分を次のとおりとする。

　　　4．�学位授与に必要な事項は、昭和女子大学

学　　　科
文 化 創 造 学 科

食 物 科 学 科

中学校教諭二種免許状
同 　 　 　 　 　 上
栄養教諭二種免許状

国語・外国語（英語）・家庭
家　　　　庭

免許状の種類 免許教科

短期大学部学位規則に定める。

	 　 第４章　学年、学期及び休業日
第 22 条　�学年は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日

に終わる｡
第 23 条　�学年を分けて次の 2 学期とし、各学期の授

業期間は原則として15 週にわたるものとする。
　　　　　 前期／ 4 月 1 日から 9 月 30 日まで
　　　　　 後期／ 10 月1日から翌年 3 月 31日まで
第 24 条　�休業日を次のとおり定める。ただし、学

長は休業日を変更し、又は臨時に休業日
を定めることがある。

　　  （1）国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　  （2）日曜日
　　  （3）創立記念日／ 5 月 2 日
　　  （4）夏季休業日／ 8 月1日から 9 月 30 日まで
　　  （5�）冬季休業日／ 12 月 23 日から翌年 1 月 8

日まで
　　  （6）春季休業日／ 3 月11日から 3 月 31日まで

	 　 第５章　入学の時期、入学、退学、休学、復学、転学及び除籍
第 25 条　入学の時期は、学期の始めとする。
第 26 条　�入学を許可される者は、女子にして、次

の各号のいずれかに該当するものでなけ
ればならない。

　　  （1�）高等学校若しくは中等教育学校を卒業し
た者

　　  （2�）通常の課程による12 年の学校教育を修了し
た者（通常の課程以外の課程によりこれに相
当する学校教育を修了した者を含む）

　　  （3�）外国において学校教育における 12 年の課
程を修了した者、又はこれに準ずる者で文
部科学大臣の指定したもの

　　  （4�）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の
課程を有するものとして認定した在外教育
施設の当該課程を修了した者

　　  （5）文部科学大臣の指定した者
　　  （6�）高等学校卒業程度認定試験に合格した者

で、18 歳に達したもの
　　  （7�）本学において、個別の学力審査により、

相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると認めたもの

第 27 条　�入学志願者は、次の書類に別表（2）に定め
る入学検定料を添えて申し込むものとする。

　　  （1）入学志願書
　　  （2）出身学校長の発行する調査書
　　  （3）最近の写真（本学所定の大きさ）
第 28 条　�入学を許可される者は、本学の建学の精

神に則って指導を受けることを志した者
の中で身体健康、品行方正にして本学の
実施する入学試験に合格した者とする。

学　　　科
文 化 創 造 学 科
食 物 科 学 科
子 ど も 教 育 学 科

短 期 大 学 士（ 文 化 創 造 ）
短 期 大 学 士（ 食 物 科 学 ）
短 期 大 学 士（ 教 育 学 ）

学　　　位
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第 29 条　�入学を許可された者は、保証人連署の保
証書並びに誓約書に、別表（2）に定める
入学金を添えて提出しなければならない。

第 30 条　�保証人は、父母又はこれに代わる独立の
生計を営む成年者で、学生の監督の責任
に任じ得る者とする。

第 31 条　�保証人が死亡又は他の理由で責を果たし
得なくなったときは、新たに保証人を選
定して直ちに届け出なければならない。

第 32 条　�保証人の住居又は身分に変更が生じたと
きは、直ちに届け出なければならない。

第 33 条　�退学したい者は、その理由を詳記し、保
証人連署で願い出て、学長の許可を得な
ければならない。

第 34 条　�疾病その他やむを得ない理由で、休学を希
望する者は、その理由を詳記し、保証人連
署で願い出て、休学の許可を得なければな
らない。

第 35 条　�休学期間は 1 か年以内とする。ただし、
やむを得ない事情のある者については、
休学の継続を許可することがある。

第 36 条　休学期間は、在学年数に通算しない。
　　　2．�休学者は、学期の始めに復学することが

できる。
第 37 条　�国内外の大学又は短期大学において学修

することを願い出たときは、審査のうえ、
留学を許可することがある。

　　　2．留学に関する取扱いは、別に定める。
第 38 条　�学生が他の学科に転じることを願い出た

場合は、選考のうえこれを許可すること
がある。

第 39 条　�本学に転入学を希望する者がある場合は、
学生定員に余裕のあるときに､ 選考のうえ相
当学年に転入学を許可することがある。

第 40 条　�転入学、転部及び転科した者については、
すでに他の大学、短期大学、専修学校専
門課程又は学科において修得した単位並
びに在学年数の全部又は一部を、本学に
おける授業科目の単位並びに在学年数と
して認定又は換算することができる。

第 41 条　�正当な理由で退学した者が、再入学を願
い出たときは、学期の始めに限り選考の
うえこれを許可することがある。

第 42 条　�次の各号のいずれかに該当する者は、大
学部局長会の議を経て学長が除籍する。

　　  （1�）在学 4 年にして卒業できない者。ただし、
長期履修学生については在学 6 年とする。

　　  （2�）学費の滞納が 3 か月以上におよび、督促
を受けても納入しない者

　　  （3�）正当な理由なく、無届で 3 か月以上連続
欠席した者

	 　 第６章　賞　罰
第 43 条　�本学学生で学業優秀又は善行・美事をな

した者を賞することがある。
第 44 条　�本学の学則に背き、又は本学学生の本分

にもとる行為があったときは、懲戒にす
る。懲戒は、譴責、停学及び退学とする。

第 45 条　�次の各号のいずれかに該当した者は、退
学に処する。

　　  （1）性行不良で改善の見込みがない者
　　  （2）成績不良で成業の見込みがない者
　　  （3）正当な理由なく出席常でない者
　　  （4�）学校の秩序を乱し、その他学生としての

本分に反した者

　　　　　 第７章　授業料、貸給費、実験実習教材費及びその他の費用
第 46 条　�学生の納入金は、授業料及びその他とする｡
　　  （1�）各納入金の額は、別表（2）のとおりとす

る｡
　　  （2）各納入金は、次の 2 期に分納する｡
	 　前期／ 4 月 15 日まで
	 　後期／ 10 月 15 日まで
　　  （3�）２期に分納できないときは、事情を勘案

のうえ、月納等支払方法を考慮することが
ある。

　　  （4�）納期に納入できないときは、延納願を提
出して許可を得なければならない。ただし、
延納の期限は、所定の納期の翌月末日を超
えない範囲とする。

　　  （5�）休学中の授業料等納入金は、当該学期の
授業料の半額とする。

第 47 条　�学業優秀にして志操堅固な者には、一定
額の学資を給付又は貸与することがある。
学資の給付及び貸与に関する規程は、別
に定める。

第 48 条　�一旦納入した諸料金は､ 事情の如何にか
かわらず返還しない。ただし、入学辞退
者の授業料等返還に関する手続きについ
ては、別に定める。

　　　　　 第８章　教職員組織及び教授会
第 49 条　�本学に学長、副学長、短期大学部長、教

務部長、同次長、学生部長及び同次長を
置く。

　　  （1�）学長は、教育研究に関する学務を統括する。
　　  （2�）副学長は、学務の運営に当たり、学長に

事故があるときは、その職務を代行する。
　　  （3�）短期大学部長は、短期大学部の部務を統

理する。
　　  （4）教務部長は、教務の企画運営に当たる。
　　  （5�）教務部次長は、教務部長を補佐し、部長

に事故あるときは、その部務を代行する。
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29Ⅰ-3．学則（短大）

　　  （6�）学生部長は、学生指導の企画運営に当た
る。

　　  （7�）学生部次長は、学生部長を補佐し、部長
に事故あるときは、その部務を代行する。

　　2．	� 各学科の科務を処理するため、学科長各１
名を置く。

　　3．	� 学長、副学長、短期大学部長、教務部長、
同次長、学生部長、同次長及び学科長の任
免については、別に定める。

第 50 条　�本学に教授、准教授、講師、助教、助手、
副手及び事務職員を置く。

　　  （1�）教授は、学生の研究と教育を指導し、ま
た研究に従事する。

　　  （2）准教授は、教授に準ずる職務に従事する。
　　  （3�）講師は、教授又は准教授に準ずる職務に

従事する。
　　  （4�）助教は、教授及び准教授、講師に準ずる

職務に従事する。
　　  （5�）助手及び副手は、配属学科の授業等の補

助的業務及び資料の整理、整備等その他事
務処理に従事する。

　　  （6�）事務職員は、配属された部署の事務処理
に従事する。

第 51 条　�本学の教育及び研究に関する事項を審議
するため、教授会を置く。

　　　2．教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第 52 条　�本学の管理、運営に関する重要事項を審

議するため、大学部局長会を置く。
　　　2．�大学部局長会に関し必要な事項は、別に

定める。

　　　　　 第９章　委託生、外国人留学生、科目等履修生及び長期履修学生
第 53 条　�委託生、外国人留学生又は科目等履修生と

して入学を希望する者があるときは、審査の
うえ入学又は聴講を許可することがある。

第 54 条　�官公庁、法人の委託により本学に入学を
許可した者を委託生とする。

第 55 条　�外国人で本学に入学を許可した者を外国
人留学生とする。

第 56 条　�本学の開設する授業科目のうち、1 授業科
目又は数授業科目を選択履修することを
許可した者及び本学公開講座のうち特定
の講座を受講して大学の正規単位認定を
希望する者を科目等履修生とする。

第 57 条　�科目等履修生として許可される者は、第
26 条に規定する大学入学資格を有する者
でなければならない。ただし、本学にお
いて、高等学校を卒業した者と同等以上
の学力があると認めたときは、この限り
でない。

第 58 条　�科目等履修生は、毎学期始めにその学期

中に履修する科目を定めて学長の許可を
得なければならない。また、これを変更
するときも同様とする。

第 59 条　�単位を修得した科目等履修生には、単位
証明書を交付する。

第 60 条　�科目等履修生の聴講料は、各学期 1 科目に
つき登録料 10,000 円、聴講料 20,000 円と
する。ただし、本学公開講座のうち特定の
講座を受講して大学の正規単位認定を希望
する科目等履修生については、当該公開講
座の受講料等を支払うことにより、上記登
録料、聴講料の支払いを免除する。

第 61 条　�委託生、外国人留学生及び科目等履修生で、
履修科目の試験を受け、合格した者には
その授業科目所定の単位を与える。

第 62 条　�委託生、外国人留学生及び科目等履修生は、
収容定員に余裕のある場合のみ許可する。
ただし、本学公開講座のうち特定の講座を
受講して大学の正規単位認定を希望する科
目等履修生については本条を適用しない。

第 63 条　�委託生､ 外国人留学生に対して本章に規
定するほか、各章の規定を準用する。　
ただし、科目等履修生に対し本章以外の
規定は準用しない。

第 64 条　�長期履修学生に関する取扱規程は、別に
定める。

　　　2．�長期履修学生に関することは、別に規定
するもののほか、各章の規定を準用する。

（中　略）

　　　　　 第 14章　専攻科
第 72 条　�短期大学の課程を修了した者に、更に深

い専門の学芸と国語国文学、英語英文学、
生活文化学、食物科学及び保育学に関する
職業又は実際生活に必要な能力を育成す
ることを目的として、修業年限 1 年及び 2
年の専攻科を置く。

　　　2．�入学資格は、短期大学の課程を修了した
者並びに相当年齢に達し、これと同等の
学力があると認められた者。

第 73 条　�専攻科に次の6 専攻を設け､ 各専攻の修業
年限、入学定員及び収容定員は、次の表
のとおりとする。

専攻名
国語国文学専攻
英語英文学専攻
生活文化学専攻
食物科学専攻
保育学専攻

計

修業年限
１年
１年
１年
１年
１年

収容定員
10 名
20 名
10 名
10 名
30 名
80 名

入学定員
10 名
20 名
10 名
10 名
30 名
80 名
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